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調査レポート 2015.11月号（No.232） 
平成27年 （2015年） 10月発行 
発　　　行　　株式会社　北洋銀行 
企画・制作　　株式会社　北海道二十一世紀総合研究所　調査部 
　　　　　　　電話 （011）231- 8681

＜本誌は、情報の提供のみを目的としています。投資などの最終 
判断は、ご自身でなされるようお願いいたします。＞ この印刷物は環境にやさしい「大豆インキ」 

古紙配合率100％紙を使用しています。 

ｅｒｖｅｒ／北洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２３２　ＩＣＳ／表紙／北洋銀行　ＤＩＣ２２１  2015.10.21 16.58.09  Page 1 



● 目 次 ● 道内経済の動き………………………………………………１

定例調査：道内企業の経営動向調査………………………６

経営のポイント：人材確保・育成への投資が必要に……１４

経営のアドバイス：マイナンバー制度における
「個人番号」と安全管理措置の概要
…………………………………………１７

アジアニュース：タイの現状とバンコク駐在員事務所の
取り組み強化について…………………２９

私募債発行企業のご紹介……………………………………３３

主要経済指標…………………………………………………３６

洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２３２　ＩＣＳ／本文　※柱に注意！／０００　　　　　表２　目次  2015.10.22 16.53.14  Page 43 



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

道内景気は、緩やかに持ち直している。

需要面をみると、個人消費は、一部に弱い動きが残っているものの、大型店販売額が前年

を上回るなど、緩やかに持ち直している。住宅投資は、前年を上回っている。設備投資は、

基調としては持ち直している。公共投資は、前年を下回っている。観光は、外国人観光客の

増加が続いている。輸出は、アジアや中南米向けなどが増加している。

生産活動は横ばい圏内で推移している。雇用情勢は有効求人倍率、新規求人数ともに改善

が続いている。企業倒産は、件数は増加したが、負債総額は減少している。
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軽乗用車 小型車 前年比（右目盛） 普通車 
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（資料：�日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会）

①百貨店等販売額～５か月連続で増加

８月の百貨店・スーパー販売額（全店ベー

ス、前年比＋３．０％）は、５か月連続で前年

を上回った。

百貨店（前年比＋０．２％）は、その他の品

目が前年を上回った。スーパー（同＋３．８％）

は、衣料品が前年を下回ったが、飲食料品、

身の回り品、その他の品目が前年を上回っ

た。

コンビニエンスストア（前年比＋３．２％）

は、２３か月連続で前年を上回った。

②乗用車新車登録台数～１７か月連続で減少

８月の乗用車新車登録台数は、１１，１４８台

（前年比▲５．０％）と１７か月連続で前年を下

回った。車種別では、普通車（同＋１．６％）、

小型車（同＋２．５％）は増加したが、軽乗用

車（同▲１７．５％）が減少した。

４～８月累計では、７０，１４６台（前年比

▲４．７％）と前年を下回って推移している。

普通車（同＋７．４％）、小型車（同＋２．８％）

は前年を上回っているが、軽乗用車（同

▲２１．４％）が前年を下回っている。

道内経済の動き

― １ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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その他 プロサッカー 総来場者（前年比、右目盛） プロ野球 
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③札幌ドーム来場者～４か月ぶりに減少

８月の札幌ドームへの来場者数は３２５千人

（前年比▲１９．０％）と４か月ぶりに前年を下

回った。内訳はプロ野球が２５１千人（同

▲１４．７％）、プロサッカーが１１千人（同

＋１．０％）、その他が６３千人（同▲２６．８％）

だった。

試合数はプロ野球が８試合（前年差▲２試

合）、プロサッカーは１試合（同▲１試合）。

１試合あたり来場者数は、プロ野球が３１，３７７

人（前年比＋６．６％）、プロサッカーが１０，９０２

人（同＋３．８％）だった。

④住宅投資～５か月連続で増加

８月の新設住宅着工戸数は、３，４５０戸（前

年比＋２２．３％）と５か月連続で前年を上回っ

た。利用関係別では、分譲（同▲１２．４％）が

減少したが、貸家（同＋４６．８％）、持家（同

＋０．８％）が増加した。

４～８月累計では、１６，２９９戸（前年比

＋１１．０％）と前年を上回っている。利用関係

別では、貸家（同＋１６．０％）、分譲（同

＋１６．０％）、持家（同＋１．６％）いずれも増加

している。

⑤建築物着工床面積～２か月連続で増加

８月の民間非居住用建築物着工床面積は、

２２４，３５５㎡（前年比＋４０．４％）と２か月連続

で前年を上回った。業種別では、製造業（同

＋１４６．８％）、非製造業（同＋３６．１％）とも前

年を上回った。

４～８月累計では、９０８，２８９㎡（前年比

▲５．７％）と前年を下回っている。業種別で

は、製造業（同▲２９．１％）、非製造業（同

▲３．３％）とも前年を下回っている。

道内経済の動き

― ２ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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航空機 ＪＲ フェリー 前年比（右目盛） 
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⑥公共投資～７か月連続で減少

９月の公共工事請負金額は、５８９億円（前

年比▲１３．１％）と７か月連続で前年を下回っ

た。

発注者別では、北海道（前年比＋１０．１％）、

市町村（同＋０．１％）は前年を上回ったが、

国（同▲５１．２％）が前年を下回った。

４～９月累計では、請負金額５，７８１億円

（前年比▲１６．０％）と前年を下回って推移し

ている。

⑦来道客数～１０か月連続で前年を上回る

８月の国内輸送機関利用による来道客数

は、１，４０４千人（前年比＋０．６％）と１０か月連

続で前年を上回った。輸送機関別では、JR

（同▲０．７％）、フェリー（同▲０．９％）が前年

を下回ったが、航空機（同＋０．９％）が前年

を上回った。

４～８月累計では、５，５５９千人と前年を

２．８％上回っている。

⑧外国人入国者数～３１か月連続で増加

８月の道内空港・港湾への外国人入国者数

は、１１３，５９６人（前年比＋３２．８％）と３１か月

連続で増加した。４～８月累計では、

４７８，５４３人（同＋３７．８％）と前年を上回って

いる。

８月の新千歳空港国際線の輸送旅客数は前

年に比べ２６．９％増加した。路線別では、ソウ

ル線、香港線、台北線などが増加した。

道内経済の動き

― ３ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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輸出 輸入 輸出（前年比、右目盛） 輸入（同、同） 
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⑨貿易動向～輸出は４か月連続で増加

８月の道内貿易額は、輸出が前年比２１．１％

増の４２４億円、輸入が同５．１％減の１，００３億円

だった。

輸出は、鉄鋼などが減少したが、船舶や鉱

物性タール及び粗製薬品などが増加し、４か

月連続で前年を上回った。輸入は、原油及び

粗油などが減少し、２か月ぶりに前年を下

回った。

⑩鉱工業生産～２か月ぶりに上昇

８月の鉱工業生産指数は９６．１（前月比

＋０．４％）と２か月ぶりに上昇した。前年比

（原指数）では▲０．９％と２か月連続で低下し

た。

業種別では、前月に比べ、石油・石炭製品

工業、一般機械工業など８業種が低下した

が、金属製品工業、パルプ・紙・紙加工品工

業など８業種が上昇した。

⑪雇用情勢～改善が続く

８月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は０．９８倍（前年比＋０．１３ポイント）と６７か月

連続で前年を上回った。

新規求人数は、前年比７．１％の増加とな

り、６７か月連続して前年を上回った。業種別

では、宿泊業・飲食サービス業（前年比

＋３９．９％）、医療・福祉（同＋８．４％）、建設

業（同＋５．７％）などが増加した。

道内経済の動き

― ４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号

洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２３２　ＩＣＳ／本文　※柱に注意！／００１～００５　道内経済の動き  2015.10.12 11.42.14  Page 4 



現金給与総額（前年比・右目盛） 現金給与総額 きまって支給する給与 

％ 

7
40

60

80

100

200

180

160

120

140

8

0

-8

-6

-4

-2

2

4

6

6543227/11211109826/7

平成22年 
＝100.0

名目賃金指数

（資料：厚生労働省、北海道）

件 
億
円 

件数 負債総額（右目盛） 

9876543227/112111026/9
0

10

20

0

30

40

50

80

40

120

200

160

企業倒産
（負債総額１千万円以上）

（資料：�東京商工リサーチ）

生鮮食品除く総合（前年比・右目盛） 
総合 
生鮮食品除く総合 

食品およびエネルギー除く総合 

％ 

8
98.0

100.0

102.0

106.0

104.0

6.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

76543227/1121110926/8

平成22年 
＝100.0

消費者物価指数

（資料：総務省、北海道）

⑫名目賃金指数～５か月連続で低下

７月の名目賃金指数（規模５人以上）は、

現金給与総額が１００．２（前年比▲７．７％）とな

り、５か月連続で前年を下回った。現金給与

総額のうち、きまって支給する給与は９８．４

（同▲３．０％）となり、６か月連続で前年を下

回った。

⑬倒産動向～件数は２か月ぶりに増加

９月の企業倒産は、件数が２２件（前年比

▲４．８％）、負債総額が３５億円（同▲５２．０％）

となった。件数は２か月ぶりに前年を上回っ

た。一方、負債総額は２か月連続で前年を下

回った。

業種別では、サービス・他が８件、小売業

が５件などとなった。

⑭消費者物価指数～５か月連続で低下

８月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総

合指数）は１０４．４（前年比▲０．４％）と、５か

月連続で前年を下回った。

１０大費目別では、食料（前年比＋３．２％）

など７費目が前年を上回った。一方、光熱・

水道（同▲５．６％）交通・通信（同▲３．３％）

など３費目が前年を下回った。

道内経済の動き

― ５ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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＜図表1＞業況の推移 
売上DI 利益DI全産業 
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１．平成２７年７～９月期 実績

前期に比べ、売上DI（△９）は横ば

い、利益DI（△１０）は２ポイント低下

した。観光関連業種が好調に推移した

が、公共事業関連業種で厳しさが続いて

おり、業況に足踏み感が見られる。

２．平成２７年１０～１２月期 見通し

売上DI（△１０）、利益DI（△１１）はそ

れぞれ１ポイント低下する見通しであ

る。製造業の売上DI、利益DIはそれぞ

れ持ち直す見込みであるが、非製造業は

それぞれ低下が見込まれる。

項 目
２４年
７～９１０～１２

２５年
１～３４～６７～９１０～１２

２６年
１～３４～６７～９１０～１２

２７年
１～３４～６７～９１０～１２

見通し

売上DI △２ １ △１ ９ １９ １９ １７ △１０ △１１ △１４ △２３ △９ △９ △１０
利益DI △１３ △７ △１０ △３ ４ １ ５ △２０ △１７ △２１ △１９ △８ △１０ △１１

定例調査

業況に足踏み感
第５８回 道内企業の経営動向調査
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調査の目的と対象
アンケート方式による道内企業の経営動向把握。
調査方法
調査票を配付し、郵送または電子メールにより回
収。
調査内容
第５８回定例調査
（２７年７～９月期実績、２７年１０～１２月期見通し）
回答期間
平成２７年８月中旬～９月上旬
本文中の略称
� 増加（好転）企業

前年同期に比べ良いとみる企業
� 不変企業

前年同期に比べ変わらないとみる企業
� 減少（悪化）企業

前年同期に比べ悪いとみる企業
� ＤＩ

「増加企業の割合」－「減少企業の割合」

地域別回答企業社数

業種別回答状況

企業数 構成比 地 域
全 道 ４７７ １００．０％
札幌市 １８６ ３９．０ 道央は札幌市を除く石狩、後志、

胆振、日高の各地域、空知地域南部道 央 １０４ ２１．８
道 南 ４４ ９．２ 渡島・檜山の各地域
道 北 ６９ １４．５ 上川・留萌・宗谷の各地域、空知地域北部
道 東 ７４ １５．５ 釧路・十勝・根室・オホーツクの各地域

調査企業社数 回答企業社数 回答率
全 産 業 ７１１ ４７７ ６７．１％
製 造 業 ２０７ １３０ ６２．８
食 料 品 ６９ ４２ ６０．９
木 材 ・ 木 製 品 ３５ ２２ ６２．９
鉄鋼・金属製品・機械 ６４ ４１ ６４．１
そ の 他 の 製 造 業 ３９ ２５ ６４．１
非 製 造 業 ５０４ ３４７ ６８．８
建 設 業 １３６ ９９ ７２．８
卸 売 業 １１０ ７４ ６７．３
小 売 業 ９３ ５８ ６２．４
運 輸 業 ５０ ３６ ７２．０
ホ テ ル ・ 旅 館 業 ３４ ２０ ５８．８
その他の非製造業 ８１ ６０ ７４．１

＜図表２＞業種別の要点

要 点（平成２７年７～９月期実績）

売 上 Ｄ Ｉ 利 益 Ｄ Ｉ

２７年
４～６ ７～９１０～１２

見通し

２７年
４～６ ７～９１０～１２

見通し

全産業 製造業は３期ぶりの後退 △９ △９ △１０ △８ △１０ △１１

製造業 設備投資関連が弱い動き △４ △１１ ２ △９ △１５ △３

食料品 製菓業を中心に売上増加基調続く ２ １９ １４ △２ １０ １５

木材・木製品 輸入材料価格の上昇により利益悪化 △１５ △９ ９ △１０ △３２ △９

鉄鋼・金属製品・機械 金属、機械関連とも低調 △１４ △３２ △２ △２２ △３３ △５

非製造業 ホテル・旅館業の好調が持続 △１１ △８ △１４ △７ △９ △１４

建設業 一般土木建設は低調。住宅は持ち直し △２０ △８ △２１ △２０ △１９ △２４

卸売業 建材卸、鋼材卸は厳しさが残る △１４ △８ △１４ △１５ △２１ △２１

小売業 燃料店は単価低下が続く △２０ △２６ △１４ △２ △２ △２

運輸業 燃料価格の値下がりが利益改善に寄与 △３ △１４ △１４ １７ １９ ８

ホテル・旅館業 宿泊客増加で、客室の高稼働率続く １０ ２０ △１０ ５ ２６ △１６

調 査 要 項

定例調査
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＜図表3＞業況の推移（業種別） 

-30

-20

-10

0

10

30

0

-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

70
60

40
50

30
20
10

-40

-30

-20

-10

0

10

30

20

-50
-40
-30
-20
-10
0
10

50
40

20

50

-50
-40
-30
-20
-10

10
0

20

-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

20
10

40
30

20

40
30

30

26年 27年 

-75

-60

-45

-30

-15

0

15

30

60

45

-40

-30

-20

-10

0

10

20

40

30

見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

26年 27年 
見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

26年 27年 
見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

26年 27年 
見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

26年 27年 
見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

26年 27年 
見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

26年 27年 
見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

26年 27年 
見通し 
10～12

24年 

7～9

25年 

1～310～12 1～37～9 1～3 4～6 4～6 4～67～9 7～910～12 10～12

▲13

▲21
▲17

▲2

▲9

▲6

▲▲1515▲15
▲▲1212▲12

▲15 ▲14
▲19

▲34

▲11 ▲10

0

▲2

10
▲5 ▲▲33▲3 ▲7

▲17 ▲15

▲3

2

9
15

1414

▲▲2727▲27

▲9

▲28 ▲30

▲16

38

0

▲30

▲30

6
16

▲8

12

14
8

▲35
▲21 ▲22

▲5

▲32

1417
27

▲15 ▲15 ▲14

▲2

▲33

8
0

15 0

42

393939

9

24

▲5

5

33

▲▲1010

▲19
▲9

20

46

▲▲1818▲18
▲▲99

▲18▲19
▲15

▲32

▲9

55 55

50

13

▲27
▲33

▲43
▲29

▲10 ▲▲99
20

▲25

26

14

35

22 19 16

▲▲3131

34

29

▲5
▲15

6

▲15
▲▲4343▲43

▲33 ▲35

6 10

26

20
▲▲1010▲10

▲16

55

▲52
▲55 ▲37

24
1815

14

▲13

▲4
▲10

8

▲19 ▲22

▲1

20

10
6

3535

▲1 ▲1
▲8

▲16

▲26

12

▲1 ▲3

▲23
▲20

▲8

▲21▲20

▲19
▲24

8

▲29

0

10
4

4
0

▲10 ▲8

21
15

24

▲▲2424▲24

▲7
▲13 ▲14 ▲14

▲47

2

▲25

▲13
▲17 ▲15

▲21 ▲21

▲49

13

7

0

▲17
▲9

▲34

▲11

0

11
17 19

8
3

▲13

15
8

▲10
▲15

▲▲22▲2

▲3

▲16
▲21

▲29
▲34

▲34

3

22

4
13

3535

▲▲2121▲21
▲▲2929▲29▲29

▲2 ▲2 ▲2

▲26

▲14
▲20

▲48

▲22

▲10

35

35

▲31

▲▲55▲5

▲▲55▲5

▲22

▲3

▲14 ▲14

 

▲8

14

▲9 ▲9

9

定例調査

― ８ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号

洋調査レポート　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．２３２　ＩＣＳ／本文　※柱に注意！／００６～０１３　定例調査  2015.10.21 17.04.06  Page 8 



0 20 40 60 80 100％ 0 20 40 60 80 100％ 

0 20 40 60 80 100％ 0 20 40 60 80 100％ 

＜図表5＞利　益 

＜図表4＞売　上 
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＜図表6＞資金繰り 
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＜図表7＞短期借入金の難易感 
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＜図表9＞設備投資 

＜図表8＞在　庫 
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＜図表１０＞当面する問題点（上位項目）の要点

項目 前期比 要 点

�人手不足（４７％） ＋４ ホテル従業員やドライバー、建設技能者の不足感は引き続き強い

�原材料価格上昇（４０％） △９ ウェイト低下するも、食料品（７１％）、木材・木製品（６７％）で依然
高率

�諸経費の増加（３６％） △３ ３期連続で低下。食料品（４５％）、小売業（２７％）などの低下幅は１０
ポイント超

�売上不振（３５％） △２ 卸売業（４３％）、建設業（４１％）などで比較的高率

�過当競争（３３％） △１ 小売業（６６％）が１０ポイント上昇するなど、非製造業（３９％）はウェ
イト高い

＜図表１１＞当面する問題点（上位項目）の推移
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（項 目） 全産業 製造業 非製造業食料品 木材・木製品

鉄鋼・金
属製品・
機械

その他の
製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 ホテル・旅館業

その他の
非製造業

�人手不足
①
４７
（４３）

②
３９
（３４）

②
４８
（４９）

③
３３
（１０）

③
３７
（３８）

③
３３
（２２）

①
５０
（４６）

①
６０
（５４）

２８
（２４）

②
４６
（４２）

①
６７
（５７）

①
７５
（６０）

①
４４
（５６）

�原材料価格上昇
②
４０
（４９）

①
５６
（６５）

①
７１
（７７）

①
６７
（６０）

③
３７
（５３）

①
５４
（６５）

３４
（４３）

３５
（４３）

②
４３
（４９）

２９
（４６）

２５
（４３）

②
５０
（６５）

２５
（２４）

�諸経費の増加
③
３６
（３９）

③
３７
（４７）

③
４５
（６１）

２９
（４０）

①
４２
（４４）

２１
（３０）

③
３５
（３６）

３８
（３４）

２９
（２７）

２７
（４０）

②
４２
（４０）

③
４０
（５０）

②
４２
（３７）

�売上不振 ３５
（３７）

３４
（３８）

２１
（３０）

②
３８
（４０）

②
３９
（４１）

②
４６
（４８）

③
３５
（３６）

②
４１
（４４）

②
４３
（４９）

２９
（２７）

③
３３
（１４）

２５
（５０）

２６
（２６）

�過当競争 ３３
（３４）

２０
（１７）

１４
（１６）

２４
（３０）

２０
（１２）

２５
（１３）

②
３９
（４０）

③
３９
（４９）

①
４７
（４４）

①
６６
（５６）

８
（３）

２０
（２０）

２６
（３５）

�人件費増加 ２６
（２９）

３１
（２８）

３１
（２６）

２４
（３０）

③
３７
（２９）

２９
（２６）

２４
（２９）

２６
（３４）

１９
（２３）

２３
（２４）

１９
（２６）

２５
（４０）

③
３２
（３５）

�販売価格低下 １５
（１４）

１３
（１５）

７
（１４）

１０
（２０）

１５
（１２）

２５
（１７）

１６
（１４）

１０
（８）

２４
（２３）

③
３０
（２９）

６
（３）

１５
（１０）

９
（４）

	価格引き下げ要請 ９
（８）

９
（１０）

１２
（７）

－
（２０）

１５
（１２）

４
（４）

９
（８）

７
（５）

２１
（２３）

５
（－）

－
（－）

－
（－）

９
（７）


資金調達 ７
（６）

１０
（７）

１４
（１４）

１０
（－）

１２
（６）

－
（－）

５
（５）

６
（７）

３
（６）

５
（６）

８
（３）

５
（１５）

５
（－）

�設備不足 ６
（５）

１０
（９）

１４
（１２）

５
（５）

１２
（１２）

４
（４）

４
（４）

３
（２）

４
（３）

４
（２）

８
（６）

１０
（１５）

－
（６）

�代金回収悪化 ２
（３）

２
（３）

２
（２）

－
（－）

２
（３）

－
（４）

２
（３）

－
（－）

８
（９）

２
（４）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

その他 ３
（２）

５
（４）

５
（－）

５
（－）

７
（６）

－
（１３）

２
（２）

１
（２）

６
（１）

４
（－）

－
（３）

－
（－）

２
（２）

＜図表１３＞地域別業況の推移

項

目

売 上 Ｄ Ｉ 利 益 Ｄ Ｉ 設 備 投 資 （％）

２６年
１０～１２

２７年
１～３４～６７～９１０～１２

見通し

２６年
１０～１２

２７年
１～３４～６７～９１０～１２

見通し

２６年
１０～１２

２７年
１～３４～６７～９１０～１２

見通し

全 道 △１４ △２３ △９ △９ △１０ △２１ △１９ △８ △１０ △１１ ３９ ３３ ３５ ３８ ２９（２８）

札幌市 △９ △１７ △５ △４ △８ △２０ △１１ △１ △６ △７ ４４ ４０ ３８ ４０ ３７（２３）

道 央 △６ △１０ △３ △４ ５ △８ △１０ △１ ０ ５ ５１ ３０ ３５ ４７ ３１（２５）

道 南 △３３ △２３ △９ △５ △１１ △２６ △２１ △７ △９ △１４ ２９ ２０ ３２ ２７ １４（３２）

道 北 △９ △４０ △１６ △２７ △２７ △２４ △３７ △１６ △２５ △２９ ３０ ３２ ３１ ３２ ２６（３０）

道 東 △３０ △４０ △１９ △１６ △１９ △３４ △３２ △２３ △２５ △２５ ３１ ２５ ３１ ３２ ２０（３９）
（ ）内は設備投資未定企業

＜図表１２＞当面する問題点（複数回答）
（単位：％）

○内数字は業種内の順位、（ ）内は前回調査
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今回の調査では、企業の業況は横ばい圏内で推移しました。外国人観光客増加などにより

製菓業やホテル・旅館業の好調が続いていますが、建設業や金属製品製造業などの業種は公

共工事予算の減少により苦戦していることから、民間需要の取り込みを強化しようとする声

が多く見られます。また、当面の問題点として人手不足を挙げる企業が半数近くに増えてお

り、人材確保・人材育成に資金を投下していくことが必要になっています。

以下に企業から寄せられた生の声を紹介いたします。

＜水産加工業＞ 漁獲量が減少傾向にあり、

特にサケについては価格が高騰している。輸

入品の中でも高品質なものに切り替えて商品

単価を上げる。

＜水産加工業＞ 外国人観光客の増加に伴い

売上も増加している。生産能力を増強するた

め人員を増やす必要があるが、求人に対する

応募が少なく採用がままならない。

＜水産加工業＞ 海外向けの製品需要が伸び

比較的高値で売価が推移していることから、

当面は利益を確保できる。このまま海外市場

での高値販売を維持したい。

＜製材業＞ 売上は横ばいだが、経常利益は

減少している。次の四半期はさらに利益が落

ち込むことが危惧されるが、付加価値の高い

製品を取り扱うべく努力している。

＜鉄鋼業＞ 中国経済の減速から需要不足が

鮮明となっており、鉄鋼相場下落の影響が大

きい。リスクを少しでもヘッジするために、

在庫を極力少なくするように調整していく。

＜金属製品製造業＞ 公共事業は昨年同様、

年末にかけて動き出す案件が減少傾向。発注

予定情報の収集に注力して、取りこぼしの無

いように進める。

＜金属製品製造業＞ 公共事業費の削減に伴

い、土木関連製品の販売が減少している。民

間需要である建築関連商材の販売強化を図

る。

＜機械器具製造業＞ 若手人材の不足が経営

上問題となっている。これまでは近郊を中心

に求人を行ってきたが、情報誌等を利用して

札幌や道外からのUターン、Iターンを狙っ

ていく。

＜機械器具製造業＞ 受注増加や人手不足に

伴い残業が増えており、人件費が増加して収

益を圧迫している。更新した機械設備を早期

に本格稼働させ、生産力の向上と収益の改善

を目指す。

＜コンクリート製品製造業＞ 公共工事が減

少する中で、安定的に業績を維持することが

難しい。民間の需要を発掘して利益の確保に

努める。

経営のポイント

人材確保・育成への投資が必要に
〈企業の生の声〉
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＜建設業＞ 当社地域の公共工事予算は前年

を大きく下回り、特に土木工事が少ない。収

益性の高い道路工事、河川工事が無いことは

経営に大きく影響する。今後の入札に１件で

も多く対応していく。

＜建設業＞ 公共工事予算が減少したことに

より、売上高に占める民間工事の比重が高く

なり利益率が低下している。全道、道外で受

注できる体制が必要である。

＜建設業＞ 官公庁予算は減少傾向である上

に、本州大手の受注が予想される工事の予算

規模が大きく、地元業者の受注量は厳しさが

見込まれる。長年培ってきた営業基盤を生か

して民間建築工事の受注確保に努める。

＜住宅建築業＞ 顧客の所得格差が拡大する

に伴い、景況感も分かれているように感じ

る。当社メインターゲットの中・低所得者層

の動きは鈍く、同業他社との競争が激化して

いる。次の消費税増税に向けて体制をいかに

整えるかが今後の大きな課題となっている。

＜鉄骨工事業＞ 建設技術者が不足しており

工事の遅れが生じている。売上は増加してい

るが、人手不足により利益が上がらない。

＜電気通信工事業＞ 競合他社の値引き攻勢

が激しく収益性が悪化している。今後も更な

る競争激化が予想される。見積案件は相応に

発生しており、引き続き商材発掘を進めてい

く。

＜建材卸売業＞ 新築木造住宅関連の売上が

縮小し、リフォーム業者からの各種商材、工

事が伸びている。年度後半は弱含みで消費購

買意欲には力がないと見ている。

＜建材卸売業＞ 戸建住宅着工の減少によ

り、これからの建材需要は減少していくだろ

う。円安による輸入製品の値上がりで、工務

店に対する販売価格は上昇が続くだろうが、

値上がり分の価格転嫁はすべてできるわけで

はなく、利益率は今後も低下すると思われ

る。

＜鋼材卸売業＞ 定年を迎えるベテラン職員

から、若い職員を中心とした体制にどのよう

に切り替えていくかが難しい。売上、利益と

も減少している中であるが、先を見通した最

低限の準備は必要と考え、新卒採用の実施や

工場設備への投資を検討している。

＜塗料卸売業＞ 建築、土木関連の工事発注

量減少などにより競争が激化している。人材

不足も深刻であり、経験不足から時間当たり

の効率も低下。人材育成と、当社が強みを発

揮できる業種・品目での販路拡大を狙う。

＜機械器具卸売業＞ メーカー販売価格の上

昇により、顧客の設備投資意欲が減退してい

る。企業体力のあるうちに展示会の開催など

でユーザーの設備更新の動機づけを図ってい

く。

経営のポイント
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＜食品スーパー＞ ７～８月を見ると前年並

みの売上高は確保できている。下半期は同業

他社の新規出店により、売上高確保に苦戦す

ることも予想されるが、当社も店舗リニュー

アルなどの対策を採る。

＜自動車販売店＞ 新車販売は新型車の効果

が出ているが、長続きはしないと思われるた

め、次の手を考え準備している。社員教育に

かつてないほど資金を集中投下し、社員のレ

ベルアップを図っている。

＜ガソリンスタンド＞ 原油安からの製品価

格下落により売上額の減少は当面続く見通し

で、小売重視の販売施策をさらに強化してい

く。業界は出光・昭和シェル石油のグループ

化が発表され、国主導の業界再編は最終段階

に入ってきたと思っている。

＜燃料小売業＞ 原油価格の下落により、販

売数量はさして変わらないものの、仕入単価

と販売単価がともに下がっている。諸物価の

上昇もあり、消費者は節約志向と思われる。

＜家具店＞ プレミアム商品券の利用はある

が力強さに欠ける。輸入価格の上昇により売

価は上がっているが、販売数量は減少してい

るなど、売上の伸びに勢いが無く、経費削減

を模索している。

＜運輸業＞ 荷主との協議によって運賃が上

がっており、売上、利益とも良くなってい

る。ただし、原油価格の動向によって業績が

大きく左右される構図は変わらない。

＜運輸業＞ 建設資材の取扱量が期待に反し

て増加しておらず、今のところ回復状況にあ

ると言い難い。売上増加は望みにくい以上、

原価要素の圧縮、販管費削減に努めるしかな

い。

＜運輸業＞ 軽油価格が下落しているため収

支にはプラス要因に働いているが、一部の大

手荷主からは運賃値下げの要求が出てきてい

る。

＜観光ホテル＞ 客室稼働率が９割を超えて

おり、これからの売上増加はさほど期待でき

ない。今後は若干の値上げと付加価値の向上

を目指すこととなる。高品質のサービス提供

には人材の育成が急務である。

＜建設機械器具リース＞ 人手不足から協力

業者の確保に苦慮している。外注単価も引き

上げを余儀なくされており、利益低下を予

想。

＜飲食店＞ 人員の確保が難しくなり、他社

と差別化できる新規施策の展開が必要となっ

てきている。

＜倉庫業＞ 経費削減の効果で業績は上向き

つつあるが、売上の低迷は続いており、停滞

している冷凍水産物を中心に貨物の確保に力

を入れていく。

経営のポイント

― １６ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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平成２５年５月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」（以下「番号法」）が平成２７年１０月５日に施行となり、平成２８年１月よりいわゆる「マイ

ナンバー制度」が開始されます。社会保障、税及び災害対策分野における行政運営の効率性を図

り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入される

ものですが、その一方で、個人情報の適正な取り扱いが重要な課題となってきます。

マイナンバー制度で個人ごとに付与される「個人番号」は、民間企業等においてもすべての事

業者が、従業員や取引先などの個人から個人番号の告知を受け、給与所得の源泉徴収票や支払調

書、社会保険の被保険者資格取得届等の書類に記載して提出する事務等を行うことになります。

個人番号も個人情報の一つですが、個人情報保護法で適用対象外となっていた５，０００件未満の個

人情報しか取り扱っていない事業者についても、マイナンバー制度での「特定個人情報」に対す

る規制は適用されることから、必要な対応を行わなければなりません。

本稿では、マイナンバー制度において必要と考えられる特定個人情報に関する安全管理措置の

概要と、その対応法について述べたいと思います。

１．マイナンバー制度の概要

① マイナンバー制度の目的

まず、初めにマイナンバー制度の概要等について述べたいと思います。

番号法の目的は、行政機関等の行政事務において、「個人番号」及び「法人番号」によ

り、社会保障、税及び災害対策分野で複数の行政機関等に存在している様々な個人の情報を

照合するためのITを利用した社会基盤を構築することにあります。行政機関等のコンピュー

タ間を連携する「情報提供ネットワークシステム」を整備、運用することにより、各行政機

関がバラバラに管理している個人の情報を紐付けすることが可能となり、例えば、より正確

に所得情報を捕捉して、年金や生活保護等の社会保障給付と課税（負担）を公平・公正に行

うことが可能となるとされています。また、行政機関の窓口で各種の申請を行う際に、住民

票の写しや所得証明書など、別の行政機関で発行される証明書類の提出を求められるケース

も多々ありましたが、今後は個人番号の照会のみで済むものが増え、手続の効率化、簡素化

が図られ、国民の利便性も向上するとのことです。

番号の利用目的については、将来的には幅広い行政分野への範囲拡大に含みをもたせつつ

も、個人情報の保護に配慮しつつ、必要最低限の社会保障、税及び災害分野に限定すること

とされ、健康保険組合など法定された者を除き、民間同士（個人と企業間等）で本人確認手

段として利用することはできません。

経営のアドバイス

マイナンバー制度における
「個人番号」と安全管理措置の概要

監査法人ライトハウス
代表社員公認会計士・システム監査技術者 北村 好孝
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② 番号付番と連携の仕組み

個人番号は、住民票を有する全員（日本国籍を有する者及び外国人住民）に付番され、当

該個人番号は「通知カード」により平成２７年１０月以降に市町村から通知されていきます。住

民基本台帳法に規定される住民票コードを変換して得られる、１人に１つの固有の番号であ

り、他の人に同じ番号が重複して付されることはありません。例えば、転居、結婚・離婚・

養子縁組・氏名変更があっても、また、死亡しても、当該個人番号はそのままとなります。

個人番号に関連付けされる情報は、氏名、生年月日、性別及び住所の４つとなります。

個人番号による情報連携については、「分散管理」の方法が採られます。各行政機関等に

おいてすでに有している個人の情報はこれまで通り、当該機関等において管理することとさ

れ、それらを情報提供ネットワークシステムにより照会することができるようにするもので

す。特定の機関にすべての情報を集約したデータベースを構築し一括して管理する「一元管

理」の方法ではありません。これは、個人情報への不正アクセス等による漏えいに対処する

と同時に、国家による個人情報の管理に対する国民の懸念に配慮したものだとされていま

す。

なお、法人番号については、国税庁長官が法人等ごとに特定の法人等を識別するための法

人番号を指定、通知することとされています。

③ 個人番号の利用範囲

個人情報保護の観点から、番号法第９条において利用範囲の定めがなされており、行政機

関等の行政事務を処理する者ごとに番号法で法定された事務処理に関してのみ、保有する

「特定個人情報ファイル」において個人情報を検索し、及び管理するために必要な限度で個

人番号を利用することができることとされています。

そして、その行政事務の種類は、年金、労働（雇用保険等）、福祉・医療（健康保険、介

護保険、生活保護給付等）その他の社会保障分野、税制、及び、防災分野での利用に限定さ

れています。これらのうち、マイナンバー制度開始当初は税分野での利用からスタートし、

順次拡大されていく予定です。

防災分野では、金融機関等があらかじめ顧客から告知を受け保有している個人番号を、大

規模災害時に限って預金払戻しや保険金支払い等の業務のために利用できることとされてい

ます。東日本大震災の際には、預金通帳やキャッシュカード、保険証券、印鑑等を紛失した

被災者も多く、預金や保険金を受け取ることが困難となりました。その経験を踏まえ、大規

模災害時の例外的な利用として利用範囲に含められています。

④ 特定個人情報等の保護措置

「個人番号」という新たな情報が生まれ、「情報提供ネットワーク」という新たなインフ

ラが構築されることにより、たとえ番号法で定められた個人番号の利用範囲に限定された利

用にとどまるとしても、個人情報への不正アクセスや取扱者による故意もしくは過失による
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漏えいのリスクが新たに発生することは否定できません。

このことから番号法では、「特定個人情報」（個人情報保護法２①・番号法２③ 個人番号

を含む個人情報、あるいは、個人番号単体）に対する厳格な保護措置を定めています。

まず、「個人番号利用事務等実施者」（番号法１２）は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない、とされて

います。その具体的な手法等については、特定個人情報保護委員会から「特定個人情報の適

正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」が公表されておりますし、一般的な情報セ

キュリティに関する各種の基準やガイドラインにも従って実施することになるでしょう。

個人番号利用事務等実施者とは「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施

者」の両方を指して言います。「個人番号利用事務実施者」（番号法２⑩・⑫）とは、行政機

関等であって、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務において、保有している個人

情報の検索、管理のために個人番号を利用する事務を処理する者を言います。

一方、「個人番号関係事務実施者」（番号法２⑪・⑬）とは、個人番号利用事務に関して行

われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務を処理する者を言います。具体的に

は、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、又は健康保険や厚生年金保険

の被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関や健康保険組合等に提出する事務が該

当し、総務や人事、経理の担当者の方々が、個人番号関係事務を実際に行うことになりま

す。このことから、民間の事業者はすべて個人番号関係事務を行うことが想定され、個人番

号の管理を適切に行う責任を負うことになります。

また、特定個人情報ファイルを事業の用に供している個人番号利用事務等実施者を「個人

番号取扱事業者」といいます（番号法３１）。番号法では、個人情報保護法の個人情報取扱事

業者ではなくとも、個人番号取扱事業者に該当する場合には、特定個人情報の目的外利用の

禁止、必要かつ適切な安全管理措置、従業員に対する適切な監督が義務付けられています

（番号法３２～３４）。

個人情報の保護に関しては、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号 以下

「個人情報保護法」）など３つの法律がすでに制定されていますが、番号法はそれらの特別法

の位置付けとなっており、個人情報保護法とは以下の点で異なる、厳格な取り扱いが必要と

なります。

一つ目に法の適用範囲について、現行の個人情報保護法では生存者の個人情報を５，０００件

以上持っている事業者が対象となっていますが、番号法はすべての事業者に適用され、生存

者のみならず既に死亡した方の個人番号も規制対象となっています。

二つ目に個人情報の利用範囲について、個人情報保護法では企業等が設定することにな

り、利用目的の同意を個人から得ることにより、変更等もある程度は行うことが可能です。

しかし、番号法では、個人番号を収集する際には本人への利用目的の通知等を行う必要があ

り、その利用目的以外には利用することは、本人が事前に同意していたとしてもできませ

ん。例えば、個人番号をもって社員番号として利用することは、一定のルールに従って数字
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を置きかえる等の措置を行ったとしても、認められません。また、本人がある程度予想でき

る程度に具体的に個人番号の利用目的を特定しなければなりません。例えば、従業員に対し

ては、源泉徴収票作成事務、社会保険関係の届出事務等の目的を特定し、就業規則での規定

化、社内LANでの掲示等での方法で通知等を行うことになります。また、従業員以外に

も、個人との間で不動産の賃貸借契約を締結している場合や、外部講師に講演を依頼する場

合などには、それらに対する賃料、報酬などの支払に伴って支払調書の作成が生じますが、

その場合にも、個人番号の提供を受けることになりますので、本人への利用目的の通知等が

必要となります。

三つ目に罰則規定が番号法では種類が多く、法定刑の内容もより厳しいものとなっていま

す（番号法６７ほか 懲役・罰金）。基本的には違法行為を行った本人（代表者、管理人、従

業員等を問わない）に対して科されますが、会社の管理責任や使用者責任が問われ、会社に

対しても罰則（番号法７７ 罰金刑）が科される可能性があります。例えば、個人番号関係事

務の従事者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファ

イルを外部に提供した場合、４年以下の懲役または２００万円以下の罰金（併科あり）が科せ

られます。

２．特定個人情報に関する安全管理措置の前提となる考え方

① 情報セキュリティに関する基準・ガイドライン

以上のように厳しい罰則が定められていることのみならず、保管していた個人番号の台帳

やデータを仮に毀損、消失した場合には関係事務の実施に多大な支障が生じるとともに、個

人番号の再収集やデータの復元に手間がかかることが想定されること、また、個人番号も個

人情報である以上、仮に漏えいが起こった場合には対外的な信用問題、漏えいした従業員等

との信頼問題にもつながりかねないことなどもあり、事業者には適切な安全管理措置をいか

にして整備し運用していくかが今後の重要な課題となってきます。しかし、その一方で、多

大な労力とコストは掛けられないということもありますので、それらのバランスが難しいと

ころかと思われます。

従来から、情報セキュリティに関するさまざまな基準やガイドラインが各機関から公表さ

れてきており、すでにそれらに従って情報管理、情報漏えい対策を実施している企業も多い

ことと考えられます。

例えば、経済産業省が平成１５年に定めた「情報セキュリティ管理基準」（平成２７年７月に改

正案を公表し、意見公募の上、改正が予定されています。）は、効果的な情報セキュリティ

マネジメント体制の構築と、適切な管理策の整備、運用のための実践的な規範とされていま

す。但し、広範な組織体に汎用的に適用できるようにした規程ですので、抽象的な項目記載

となっており、具体的な適用方法の検討を行うには、情報セキュリティの専門家等の助言が

必要かもしれません。

より具体的なガイドラインとしては、同じく経済産業省から「個人情報の保護に関する法
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律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」が公表されており、昨年末の改正点

については、拙稿（『調査レポート』 ２０１５年５月号）にてご紹介したとおりです。

また、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）は、「中小企業における組織的な情報セ

キュリティ対策ガイドライン」を公表しております。こちらは、主として中小企業を対象と

しており、情報セキュリティに関わる事故例やその原因分析、対策例も示されている他、付

録に「情報セキュリティ対策チェックリスト」も付いていますので、これまであまり情報セ

キュリティ対策に馴染みのなかった方でも読みやすいものとなっていると思われます。

今回、番号法の施行に当たり、平成２６年１２月に特定個人情報保護委員会から「特定個人情

報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（以下「特定個人情報ガイドライン」）

が公表されております。特定個人情報ガイドラインは、事業者が特定個人情報の適正な取り

扱いを確保するための具体的な指針を定めるものです。この中で、安全管理措置については

「第４－２－（２） 安全管理措置」及び別添資料に記載がなされていますが、その内容は

一般的な情報セキュリティに関する基準等に準じたものとなっています。

② 業務の目的や自社の環境とリスクの把握

情報セキュリティに限ったことではありませんが、何か管理を行わなければならない場合

には、いま必要と考えられる業務の目的を明確化した上で、その前提となる自社の外部及び

内部環境を把握することが重要です。これは、その業務を実施することに伴い発生するリス

クを適切に認識し、その対策を検討していくことにより、その業務に関連して必要な管理手

続でより効率的かつ効果的なものを優先的に導入することにつなげられます。

経営に影響を与えるリスクがどれ位の頻度・確率で発生し、その影響がどれ位なのかを想

定することができれば、必要な対応策の優先付けを行うことができます。頻度、確率、影響

額などは必ずしも正確な数値を出さなければならない訳ではなく、５段階評価や、大まかに

「大（もし起きたら大変だ、起きる可能性が高い）・中（もし起きたらそれなりに影響があ

る、起きる可能性もそれなりにあるだろう）・小（もし起きたとしても対処できるだろう、

起きる可能性はあまり考えられない）」で考える方法もあります。リスクを意識しない対策

は、場当たり的で意味のないものになりかねませんので、検討することをお勧めします。

業務の目的＋自社の環境の把握→リスクの認識→対応の優先付け→具体的な対策

③ 情報のライフサイクルとリスク

情報にもライフサイクル、すなわち、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄といった過程

があります。それらの各段階において、何らかの情報の変換や受渡しがなされることにな

り、そこに潜在的なリスクが存在します。そこで、上記の各段階で必要な作業手順とリスク

への対策を検討していくことで、対策の漏れをなくすことにつなげられます。一例をそれぞ

れ挙げますと、
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イ）情報の取得の際には、正しい情報を適切に、漏れなく入手できないリスクがあります。

ロ）情報を利用する際には、本来の目的ではない、不正の目的に利用されるリスクがあり

ます。

ハ）情報を保存する際には、誤ってデータを消去してしまうリスク、USBなどの媒体で外

部に持ち出されて紛失するリスクがあります。

ニ）情報を提供する際には、本来の目的から外れた目的のために提供されるリスクがあり

ます。

ホ）情報を削除・廃棄する際には、本来消去すべきではない情報を誤って廃棄してしまう

リスク、退職や退会等で本来廃棄すべき情報をそのまま放置してしまうリスクがあり

ます。

④ 事務フローの把握

情報自体に着目する場合には上記③のライフサイクルで考えていけばよいのですが、情報

を取り扱う部署や担当者が理解しやすい形として、各部署において当該情報に関連する業務

の事務フローを把握し、その中でリスクを把握していく方法もあります。すでに各種認証や

会計監査等のために事務フローの把握がなされている企業等では、この方法が採りやすいか

もしれません。その場合であっても、情報のライフサイクルの各段階について漏れなく盛り

込まれているかの確認が必要です。

例えば、源泉徴収票作成事務においては、次のように事務フローを把握し、具体的な作業

方法をまとめていきます。

イ）従業員等から提出された書類等の取りまとめ

ロ）取りまとめた書類等の源泉徴収票等の作成部署への移動

ハ）情報システムへの個人番号を含むデータ入力（情報の取得に当たります）

ニ）源泉徴収票等の作成（個人番号が記載されることから、情報の利用に当たります）

ホ）源泉徴収票等の行政機関等への提出方法（情報の提供に当たります）

ヘ）源泉徴収票等の本人への交付方法（情報の提供に当たります）

ト）源泉徴収票等の控え、従業員等から提出された書類及び情報システムで取り扱うファ

イル等の保存（情報の保存に当たります）

チ）法定保存期間を経過した源泉徴収票等の控え等の廃棄・削除（情報の削除・廃棄に当

たります）

３．特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）の概要

では、特定個人情報に関する安全管理措置として、具体的にはどのような対応を行えば良

いのでしょうか。特定個人情報ガイドラインに沿って、その概要をご紹介します。
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① 安全管理措置の検討手順

効果的で効率的な特定個人情報等の取り扱いに関する安全管理措置を検討するためには、

以下のような手順を踏んで検討していく必要があります。以下のいずれも、「しなければな

らない」項目（従わなかった場合には法令違反と判断される可能性がある項目）とされてい

ますので十分留意して下さい（下記のE．取扱規程等の策定のみ従業員数１００人以下の「中

小規模事業者」では義務化されず、簡易な取り扱いが許容されています）。

Ａ．個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化

事業者において個人番号を利用する事務の種類はさまざまであり、他社と自社では異

なる場合がありますので、業務の目的を明確化しなければなりません。最低限、役員及

び従業員の税務関係（源泉徴収票作成事務など）と社会保険関係の申請、届出事務（健

康保険・厚生年金保険届出事務など）が発生しますが、その他にも取り扱い事務がない

かどうか、社内の各部署での業務内容から取りまとめを行うとよいでしょう。得意先

（顧客）に個人がある場合、個人からの不動産の賃貸借や個人からの資金の借入がある場

合、株主に配当金を支払っている場合等にも支払調書への個人番号の記載が生じます。

Ｂ．特定個人情報等の範囲の明確化

上記Ａにて取り扱う事務において、個人番号とその他の個人情報が必要となるはずで

す。源泉徴収事務では、従業員の個人番号の他、扶養親族等の個人番号、氏名、生年月

日、住所が必要です。社会保険関係の届出事務においては、配偶者や被扶養者の個人番

号が必要になる場合があり、税務関係とは一部、特定個人情報等の範囲が異なることに

なります。それらは事務の種類ごとに把握し、必要最低限のものを取り扱うことにすべ

きです。

Ｃ．事務取扱担当者の明確化

上記Ａにて取り扱う事務について、従事する事務取扱担当者を明確化しなければなり

ません。後述しますように取扱規程等の策定が必要となりますので、その中で、部署や

役職名で特定することで足ります。実際には、主として総務、人事、経理等の管理担当

部署が担うことになると考えられます。

Ｄ．基本方針の策定 および Ｅ．取扱規程等の策定

特定個人情報等の適正な取り扱いを確保するために、全社的な基本方針と実務上の取

扱規程等を策定します。特に取扱規程等では、前述の事務フローの整理の結果をもと

に、情報のライフサイクル（取得、利用、保存、提供、削除・廃棄）の段階ごとに、特

定個人情報等の具体的な取扱方法、担当者と責任者、及び、その任務等を定めて規定化

する方法が考えられます。
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② 講ずべき安全管理措置の内容

次に、具体的な安全管理措置の内容ですが、上記の基本方針の策定、及び、取扱規程等の

策定を含め、以下の６項目となります。

Ａ．基本方針の策定

Ｂ．取扱規程等の策定

Ｃ．組織的安全管理措置

Ｄ．人的安全管理措置

Ｅ．物理的安全管理措置

Ｆ．技術的安全管理措置

特定個人情報ガイドラインには具体的な手法の例示が列挙されていますが、先に述べた通

り、各事業者によって状況が異なれば、対応を検討しなければならないリスクも異なるはず

です。したがって、さまざまな安全管理措置の手法のいずれを選択するか、優先して行う必

要のある対策はどれなのかをよく検討し、適切と判断したものを組み合わせて実施していく

ことが重要です。

例えば、従業員数がどれぐらいなのかにより手法は全く異なります。１，０００人雇用してい

る企業と、数人規模の企業とでは、情報漏えいリスク、個人番号の紛失・消失時の事務処理

遅滞や復旧リスクなどが異なるからです。従業員数が多ければ、取扱事務の分量も増え、何

らかの情報システムを利用しなければ処理しきれないかもしれません。その場合、関連する

情報システムやデータベースが入った機器のインターネット接続の有無、当該システムにお

けるアクセス制限機能の実装の有無、データ・ファイルの持出しの可能性等を検討していか

なければなりません。一方、数人から数十人規模であれば、手管理でも十分取扱事務をこな

せるため敢えてシステム導入は必要ない、というケースも多いと思われます。その場合は、

個人番号を記載した紙ベースの台帳を作成する等の対応となりますので、その台帳をどのよ

うに厳重に保管していくかを検討することになります。通年雇用している者だけなのか、そ

れとも、臨時で雇用している者がいるのか、あるいは、雇用の期間が長く人数も少ないの

か、逆に、短期雇用の従業員が多数入れ替わるのか、などによっても、個人番号の受払の機

会に大きな違いが生じますので、必要な安全管理措置のレベルは変わってきます。

そのような意味で、特定個人情報ガイドラインで示された、従業員数１００人以下の「中小

規模事業者」に該当し簡易的な取り扱いが許容されている事業者である場合でも、人数基準

は一つの目安として捉え、リスクを軽減するために取り入れて問題ないかどうかを一度は検

討してみることをお勧めします。

Ｃ．組織的安全管理措置には、

ａ．組織体制の整備

ｂ．取扱規程等に基づく運用
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ｃ．取扱状況を確認する手段の整備

ｄ．情報漏えい等事案に対応する体制の整備

ｅ．取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し

が含まれます。

この中で、「ｂ．取扱規程等に基づく運用」では、特定個人情報ファイルの利用・出力状

況や、書類・媒体等の持出し、特定個人情報ファイルの削除・廃棄等について記録を保存す

ることが例示として掲げられています。具体的には、それぞれの管理簿を作成して記録する

方法や、情報システムの機能を利用して記録を自動保存できるようにすることも考えられま

す。情報システムでの取り扱いとなる場合には、事務取扱担当者のログイン実績について、

上席者がシステムから出力される帳票やシステムログ記録で定期的に確認することは、一定

の牽制機能として有効であり、事務取扱担当者への監督を行っていることを裏付ける一つの

根拠としても有用と言えるでしょう。

システム上のログイン実績から、システムを操作した者を特定するには、例えばアクセス

権を適切に設定し、個人ごとのIDとパスワードがなければログインできない仕組みにする

ことが重要です。これは、「ｃ．取扱状況を確認する手段の整備」にも関連しています。

Ｄ．人的安全管理措置では、事務取扱担当者の監督と教育が求められます。責任者は事務

取扱担当者に対して、個人番号の取り扱いに問題がないかどうかを注意して監督する責任が

あります。仮に不適切な取り扱いがあり、情報漏えいのリスクが高まっていると判断した場

合には、適切に是正処置を行うようにします。また、マイナンバー制度の概要や番号法の定

め、自社の基本方針や取扱規程等の内容、特定個人情報等の適正な取り扱いを行うための留

意事項などに関して、従業員に対して定期的に研修を行うことや、外部の専門家（税理士、

社会保険労務士等）からの助言を受ける機会を設ける等の教育を行います。

Ｅ．物理的安全管理措置には、

ａ．特定個人情報等を取り扱う区域の管理

ｂ．機器及び電子媒体等の盗難等の防止

ｃ．電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止

ｄ．個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄

が含まれます。

この中で、「ａ．特定個人情報等を取り扱う区域の管理」は、特定個人情報ファイルを取

り扱う情報システムの管理区域（サーバー等の機器を保管しているスペース）と取扱事務を

実施している取扱区域（事務の執務スペース）とを明確に区分けし、管理区域の施錠を厳重

に行うことや、管理区域への入退室の記録を残すようにすること、管理区域への電子記録媒

体等の持ち込み禁止等が考えられます。一方、主にパソコンや紙媒体の書類等で特定個人情

報等を取り扱う場合には、それらの紛失、盗難のリスクが考えられます。「ｂ．機器及び電子
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媒体等の盗難等の防止」では、パソコンであればセキュリティーワイヤー等での固定、書類

等であれば施錠のできる書庫等への保管が例示されています。これらには、鍵、IDカー

ド、暗証番号の設定などが伴いますので、それら自体の管理（受払管理簿の作成・記録、盗

難対策、共有禁止など）も適切に実施しなければなりません。

「ｄ．個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」について、番号法では、個人番号は

限定的な事務を処理する目的以外に収集又は保管してはならないことになりますので、不要

となった個人番号や特定個人情報ファイルについては、法令で定められた保存期間経過後に

はできるだけ速やかに、また、復元不可能な方法で、廃棄又は削除しなければなりません。

例えば、従業員が退職する場合には、個人番号の利用目的が消滅しますので、個人番号デー

タや台帳記載からは削除しなければなりません。しかし、個人番号が記載された各種書類に

ついてはそれぞれ法定の保存期間があり、その間は保管しなければなりません（税務関係で

は、源泉徴収票や扶養控除等申告書など７年間保存）。このことから、特定個人情報等につ

いてはあらかじめ、それぞれしかるべき時期に削除や廃棄されることを前提として取扱規程

等を定めておき運用する必要がありますし、個人番号の管理に情報システムを利用する場合

には、退職等の事由により漏れなく対応できる仕組みを実装するなども検討すべきことにな

ります。

Ｆ．技術的安全管理措置には、

ａ．アクセス制限

ｂ．アクセス者の識別と認証

ｃ．外部からの不正アクセス等の防止

ｄ．情報漏えい等の防止

が含まれます。これらは、個人番号について情報システムを利用して管理する場合に必要と

なります。

この中で、「ａ．アクセス制限」は、各個人番号関係事務等の種類に応じて、適正な事務

取扱担当者と当該事務で取り扱う特定個人情報ファイルの範囲をシステム上の機能として関

連付け、限定し、不必要な特定個人情報等にアクセスできないようにするものです。まず、

事務取扱担当者以外の者が、当該情報システムにアクセス（ログイン）できないようにしな

ければなりません。次に、事務取扱担当者についても、総務、人事、経理等で必要な特定個

人情報ファイルの範囲は異なることが考えられますので、必要な情報のみを表示し、データ

を取り出せるように、メニューやデータ内容の画面表示を設定します。これらは、ユーザ

IDや磁気・ICカードの社員情報と紐付けられます。ログオン権限（誰が入れるのか）と個

別権限内容（入って何ができるのか）は慎重に検討しなければなりません。承認、入力、参

照のみなどで設定されますが、参照権限だけでも漏えいリスクは生じます。

また、「ｂ．アクセス者の識別と認証」は各ユーザIDにより、情報システムにアクセスし

た者を識別し、パスワードにより本人確認を行うことです。情報システム上の通常のメ
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ニュー画面から入力してログインするアクセス権限（一般ユーザ）に対して、データベース

に対して緊急時等の直接修正ができるアクセス権限（情報システム管理者やシステムベン

ダーなどの高権限ユーザで、アドミン・特権ユーザ等とも呼ばれる）もあります。高権限

ユーザのIDは、通常は使われないことから放置されていることも多いのですが、不必要な

IDは可能な限り抹消するなど、適切な管理が必要です。

また、業務を行う上での煩雑さを嫌って部署内で一つのIDを共有するケースがあります

が、実際にシステムにログインしたのが誰なのかを特定しにくくなることや、パスワードも

共有されてしまうこともあり、少なくとも特定個人情報等を扱う情報システムでは絶対に避

けるべきと考えられます。

ユーザIDの登録・抹消手続は、所定のルールを定めて記録を残すことが適当です。事前

承認を行ってから登録・抹消手続を行うこと、及び、登録・抹消手続を行った後で、それが

正しく実施されているか確認することが必要です。特に、事務取扱担当者が他部署に異動と

なったり退職したりした場合には、そのユーザIDの抹消手続を、確実に漏れなく実施しな

ければなりません。次の担当者のユーザIDの登録時に合わせて確認するなど、特に留意が

必要です。

パスワードの設定手続については、システムに実装されている機能はなるべく最大限活用

します。桁数・文字数は合理的な範囲である程度の桁数のもの（暗記できないほど長くはな

いもの）とし、一定期間で変更するなど、パスワードの強度も検討しておくべきでしょう。

③ 外部委託等に対する管理

最後に、外部委託等に対する管理について述べておきたいと思います。

個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託を行う場合には、委託した

事務で取り扱う特定個人情報の安全管理措置が適切に講じられるよう「委託を受けた者」に

対する必要かつ適切な監督を行わなければならない、とされています（番号法１１）。当該事

務を自ら取り扱う場合に果たすべき安全管理措置と同じレベルでの措置が講じられているか

どうかを、委託先との間でディスカッションするなどして確認、把握すべきことになりま

す。

業務委託契約においては、秘密保持、事務所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定

個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先

の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約

内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなければならない、とされていま

す。今後取り交わす契約書の文言のチェックが必要となります。

また、これらの契約内容のほか、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化や、委託者が委

託先に対して実地の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望ましい、とされてお

り、可能な限り対応が求められます。
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＜参考文献＞

特定個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」

経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライ

ン」

独立行政法人情報処理推進機構「中小企業における組織的な情報セキュリティ対策ガイドラ

イン」

＜お問い合せ先＞

〒００１‐００６１札幌市中央区南１条西１１丁目１番地 コンチネンタルビル５階

TEL０１１－２３２－７１０２ FAX０１１－２３２－７１０３
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＜タイの政治動向＞

２０１３年１２月にクーデターが発生して以降、タイでは軍事政権が続いています。現在は民政移管の手続

きが進められているところです。その第一歩となる憲法草案が２０１５年９月に国家改革会議において否決

されたため、２０１６年内に予定されていた移管が２０１７年夏ごろに後ろ倒しになるものと報じられていま

す。

しかしながら、経済活動は特に支障なく行われており、市民生活においても大きな不便が生じるよう

な場面はありません。今年８月に発生した爆弾事件についても、容疑者が次々と逮捕・拘束されてお

り、事件の背景は不確定ながら、混乱は収束に向かっていると報じられています。

＜バンコク市内の日本食と北海道産食品＞

バンコク市内中心部のショッピングモールに行くと、和食や日本のラーメン、カレー、牛丼を提供す

る日本食レストランが多数出店しています。邦人が多いこともありますが、街中に和風の居酒屋やレス

トランがひしめいており、店舗間の競争は日を追うごとに激しくなっています。タイの物価水準を考慮

すると、これらの日本食は決して安いとはいえませんが、バンコク市民の生活にすっかり定着していま

す。今年９月に日本食レストラン海外普及推進機構タイ国支部及び日本貿易振興機構（ジェトロ）バン

コク事務所から発表されたデータによると、２０１５年度のタイ国内での日本食レストランの数は２，３６４店

（前年度比１１．５％増）となっており、５年以上増加が続いています。特にこのうち６７％がバンコク市内

にあり、日本にいるのとほとんど変わりなく食生活を送ることも可能です。

中でも、北海道産に対する期待や興味は高いものがあり、「北海道」を冠したアイスクリームやソフ

トクリーム、牛乳を頻繁に目にします。また、百貨店やショッピングモールで開催される「北海道物産

展」には、多数の市民が来場します。お菓子や加工品はもちろんのこと、タイで多く生産されている米

やメロンといった商品でさえ、北海道産品のほうが売れ行きは好調であり、多様で魅力的な北海道産食

品がますますタイの市場に広がっていく可能性を感じます。

＜タイにおける北海道観光＞

各種メディアでは、最近の円安に起因する外国人観光客の大幅な増加局面において、観光客が東京～

京都～大阪の通称「ゴールデンルート」へ集中していると報じられています。しかし、ASEAN地域か

らは北海道へ向かう観光客が増えています。平成２６年度のタイからの来道者数は１２８，３００人と、２年前

の約３．５倍となっています（北海道経済部観光局「北海道観光入込客数調査報告書」）。増加の主な要因

は、平成２４年１０月からのバンコク～新千歳間のタイ国際航空直行便の就航と、平成２５年７月からの短期

滞在者ビザ取得免除措置であり、今後もこの傾向が続いていくものと見られています。

アジアニュース

タイの現状とバンコク駐在員事務所の
取り組み強化について

北洋銀行バンコク駐在員事務所 所長

平山 源
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タイに限らず、ASEAN各国では、多くの人が北海道について『雪』『花』『食』のイメージをもってい

ます。このため、これらの地域からの観光客の来道は、１～３月の降雪期と７～８月のラベンダーなど

花が咲く時期がピークとなっています。

前述したように、食の分野においては既に北海道ブランドが確立しています。雪に対する関心も高い

です。７月にはバンコク市内のショッピングモール内に「スノータウン」という雪や氷の世界を体験で

きる施設が開業し、注目を集めています。また、８月に開催されたタイ国際観光博での北海道ブースへ

の来客数は、国内他地域のブースに比べて際立っていました。このような『食』や『雪』に関する魅力

の発信が、ここ数年の北海道への観光客増加に繋がっているのは間違いありません。

ASEAN地域からの訪日客は、リピーターとなってから北海道を観光する傾向にあると言われていま

す。今後は、『食』や『雪』といった既によく知られている情報にとどまらない、魅力あふれる北海道

の情報を継続して発信し、彼らリピーターを掴んで放さない施策が求められているのではないでしょう

か。

＜当事務所の役割と今後の展開＞

日本国内全体が人口減少の段階に入っている中、北海道においては「地方創生」を目指し、観光や食

の魅力を海外にアピールする機運が高まっています。ASEAN地域については、今後も経済発展が見込

まれること、また、手先が器用な人材が多い等製造拠点としての魅力があることから、進出（拠点設

置）に関しても、道内企業の関心は高いです（ジェトロ北海道「道内企業の海外事業展開実態調査」に

おいて、今後の海外進出検討先として、ベトナムが１位、ASEAN地域が３位、タイが４位）。

北海道以外の各都府県も、ASEAN地域で観光客誘致や食をはじめとする各地の名産品の売り込みを

行っており、地域間の競争が激化しています。例えば、バンコク市内を歩いていると、各地方自治体が

PRを行うデジタル看板や鉄道会社の観光プロモーション広告などが目に飛び込んできます。日本国内

の各地域において、海外展開や観光客誘致が重要視され始めていることの証左といえます。

このような状況を踏まえ、タイ並びにASEAN地域における当事務所の主な役割は、北海道が掲げる

「海外からの観光客増加」「輸出の増加」「投資の呼び込み」を実現させるために現地でのサポートや情報

発信を行うことです。北海道産食品の輸出、道内への観光客誘致、道内への直接投資呼び込みを事業の

三本柱とし、現地関係機関のご協力をいただきながら、タイに来られるお客さまのアテンドやマッチン

グ、輸出入や進出を希望される方への情報提供に努めてまいります。

この７月からは、北海道庁からの派遣者１名を加えたオール北海道体制で、北海道ブランドの積極的

な発信とお客さまの支援を行ってまいります。皆様からのご連絡、バンコクへのお越しを心からお待ち

申し上げております（国内でのご連絡は国際部国際企画課 ０１１‐２６１‐４２８８まで）。
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バンコク駐在員事務所のメンバー ２０１５年９月開催の食・観光のPRイベント「うまいっ
しょ北海道」の様子

ショッピングモール内でのホクレン・ぎょれん北海道
フェア

２０１５年８月開催の「タイ国際観光博」北海道観光振興
機構のブース
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商品 単位 銘柄・産地 上海 大連 バンコク シンガポール サハリン

卵 ０．５kg 現地産 ４６９ ９０～２３０ ２６４ ２３５ １３９～２０４

牛乳 １リットル 現地産 ２５５～５９０
３５

（２４３ml）
１３２

２５６
（８３０ml）

１３１～１９７

じゃがいも ０．５kg 現地産 １２２～２４５ １８～９２ １９８
１５１

（アメリカ産）
９０

オレンジ ０．５kg アメリカ産 ２８０ ３５９
２９０

（１個）
１００

（１個）
１３６

（中国産）

小麦粉 １kg ２１６ １８５ １５１ ２１０ ８７

ビール
３５０ml 日本メーカーA社製 １０９ － － － －

３５０ml 日本メーカーB社製 － １０４ １５８ ３０２ ２１５

カップラーメン １個 日本メーカー製 ９２ １２２ ２４７ １５１ ３５６

ミネラルウォーター ５５０ml ３０ ３０ ２３ １３４ ２９～７６

コーラ ３３０ml コカコーラ ３９ ３５ ４６ ７５ ８４

ハンバーガー １個
マクドナルド
ビッグマック

３０２ ３２１ ６６０ ４０３ －

タクシー初乗り ２６４ １８９ １１５ ２６９～３１９ ３６６～４５７

ガソリン １リットル レギュラー １４１ １０７ ９９ ２０１ ７２

トイレットペーパー １０巻 現地製 ６２４ ５３９ ４６２
５４６

（日本製）
３０１

（４巻）

乾電池 単三２本 米国製
１６８

（現地製）
８４

（現地製）
３１３ ２６７ １６８

洗濯洗剤 １kg 日本製
２５６

（現地製）
２３６

（現地製）
３９６ ２１８ ６１３

クリーニング代 Yシャツ１枚 現地クリーニング店 １８９ ２８３ ２６４ ３３６ ３６６

電気料金 １kwh 住居用 １１ ９ ４９ ２２ ６

水道料金 １� 住居用 ３６ ５８ ３３ ９８ ５８

新聞 １部 一般紙 １８ １８ １６ ７５ ５１

バス 市内均一区間 ３７ １８～３７ ２６ １００～１８５ ３１

地下鉄 初乗り ５６ ３７～１３２ ７２ ９２～２０１ －

携帯

機種 iPhone５S １６G ６７，３１７ ６２，２０８ ７８，０４５ ８３，１１０ ６４，０３１

基本料金／月 ８７０ １，０９７ ２，６４０ ４，５６０ ２，７４５

通話料金／分 ４ ４ ２ １２ ２

映画チケット 大人１名 時間帯により変動１，０４０～２，６４８１，１３５～１，５１３６６０～１，４８５ ９６７ ３１１～８２３

現地価格調査（２０１５年１０月）
（単位：円）

【調査場所】 いずれも日本製品を扱う、比較的高級なスーパーマーケット。
上海 カルフール古北店、しんせん館古北店、ローソン国際貿易中心店
大連 カルフール西安路店、ローソン森ビル店
バンコク トップス、フジスーパー
シンガポール コールドストレージ、明治屋
サハリン ユジノサハリンスク市シティモール、携帯電話ショップ「スヴィズノイ」

【換算レート】 ２０１５年９月３０日仲値
１中国元＝１８．９２円 １タイバーツ＝３．３０円 １シンガポールドル＝８４．１２円 １ロシアルーブル＝１．８３円
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企業名 本社所在地 代表者名 資本金
発行年月日 種類 金額 年限
事業内容

１

株式会社北海道建設新聞社 様 札幌市 荒木 正芳氏 ３千万円
平成２７年９月３日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ３千万円 ３年
昭和３３年設立の新聞発行業者。札幌本社のほか道内に８支社４支局を設け、北海道を豊かにするため、
時代の変革に即した地域経済・産業の専門報道に努めている。環境保全にも積極的に取り組み、平成２７
年７月には「さっぽろエコメンバー」に認証・登録された。

２

栗林不動産株式会社 様 室蘭市 栗林 和徳氏 １千７百万円
平成２７年９月１０日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ７千万円 ５年
昭和４５年設立の不動産賃貸業者。栗林商会グループの１社として、室蘭市内を中心にオフィスビル、マ
ンション、土地等の賃貸物件を所有。また、所有賃貸物件において太陽光発電設備の導入やLED照明化
など、環境に配慮した取り組みを実施しており、「北海道グリーン・ビズ認定制度」に登録。

３

建成ホーム株式会社 様 登別市 畠山 吉晴氏 １千万円
平成２７年９月１６日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ７年
平成元年に創業した西胆振トップクラスのハウスメーカー。自然素材にこだわりぬいた「無添加住宅」、天
然木を使用して住宅に重厚感とぬくもりを取り入れる「郷の家」など様々な住宅建築に定評がある。登別
本社、苫小牧社屋に太陽光発電を取り入れている。９月１日には「SAPPORO OFFICE」を移転オープン。

４

高橋建設株式会社 様 枝幸町 高橋 悟氏 ２千万円
平成２７年９月１７日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ５年
昭和４３年設立の建設業者。枝幸町を中心に、消防組合庁舎新築工事、工場・アパートの新築・改修、戸建
住宅の新築などを手がけ、これまでに官公庁・民間から数多くの受注実績を有する。戸建住宅では「FP
の家」施工店として、優れた性能と施工技術により、経年変化しない快適な住まいづくりを行っている。

５

株式会社北海道ニューパック 様 札幌市 三浦 尚氏 ２，３０２万２，５５０円
平成２７年９月１８日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ３千万円 ５年
昭和７年創業の印刷紙器、ダンボール、包装資材の製造加工販売業者。創業以来、大切な商品を包む
パッケージの企画製造を一筋に研究開発を続け、時代のニーズに応えるべくトータルパッケージ体制の
確立をすすめ、高い信頼を得ている。

６

株式会社京泉 様 札幌市 國友 克泰氏 １千万円
平成２７年９月２４日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ５年
平成１０年設立のマンション・アパート等共同住宅の企画、建築販売及び土地の販売を主業とする建設業
者。少数精鋭にて経費節約に努め、オーナーへは規格型アパート・マンションをリーズナブルな価格で、
入居者へは相場よりも低価格の家賃での提供を実現。オーナー密着の営業により高い信頼を得ている。

当行が受託・引き受けした私募債発行企業の一部をご紹介します。

私募債とは？

お客さまが長期固定金利の資金調達を図るために社債を発行し、その社債を限られた

少数の投資家が引き受けるものです。

社債の発行が可能な企業は、一定以上の信用力を持った企業に限られており、企業規

模・財務内容・収益状況についての厳しい基準をクリアする必要があります。よって、

社債の発行を通じて財務健全性がアピールでき、対外的な信用力向上につながります。

私募債発行企業のご紹介

９月の私募債発行企業
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― ３４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号

企業名 本社所在地 代表者名 資本金
発行年月日 種類 金額 年限
事業内容

７

株式会社札幌今村電機 様 札幌市 今村 英貴氏 １千万円
平成２７年９月２５日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ３千万円 ５年
昭和４８年設立の自動車電装部品卸売業者。自動車セルモーター、オルタネーター、ステーター、ロー
ター等のコイルの捲き替えを道内で唯一取り扱い、高い評価を得ている。環境保全にも積極的に取り組
み、平成２７年８月に「さっぽろエコメンバー」に認証・登録された。

８

菅原畜品株式会社 様 稚内市 菅原 清治氏 ４千８百万円
平成２７年９月２８日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ３年
昭和４２年設立の食肉製品卸売業者。道北産の食肉を中心に卸売と加工品製造を手掛けている。徹底した
品質管理と熟練した加工技術で独自商品を開発。焼豚・燻冷生ハム・ミックスホルモン・ベーコン・
ソーセージ・ジンギスカン等、様々な製品を全国各地に届け高評を得ている。

９

北海コンノ急送株式会社 様 札幌市 金野 隆之氏 ３千万円
平成２７年９月２８日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ３千万円 ５年
昭和６２年創業の一般貨物自動車運送業者。大手スーパー・コンビニエンスストアへの食品輸送を主とし、
冷蔵・チルド・加温が可能な冷蔵冷凍車両など運搬物に応じた車両を保有、迅速・丁寧な輸送を行ってい
る。保有車両台数８５台のうち１７台を天然ガス車両とするなど環境保全にも積極的に取り組んでいる。

１０

株式会社十勝大福本舗 様 幕別町 駒野 裕二氏 ９千５百万円
平成２７年９月３０日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ３億円 ５年
昭和３１年創業の十勝産小豆加工食品、和菓子の製造販売業者。十勝産の良質の小豆にこだわった餡を和菓
子に使用し、十勝大福、おはぎ、ぜんざい、きんつば等を全国のスーパー・小売店・コンビニ等に提供し
ている。また、環境に配慮した取り組みを行い「北海道グリーン・ビズ認定制度」に登録されている。

１１

創和リビングサービス株式会社 様 札幌市 福山 信仁氏 １千万円
平成２７年９月３０日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） １億円 ５年
平成１１年設立の不動産管理業および賃貸マンション建築・販売業者。時代のニーズに応える斬新且つ新
鮮なデザインで、自社による設計・施工・管理運営までの全プロセスを一貫体制でサポート。「デザイン
性・利便性・機能性」に加えマーケティング機能を導入し、高い入居率を実現している。

１２

北央電設株式会社 様 札幌市 大森 友幸氏 ２千万円
平成２７年９月３０日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ３千万円 ５年
昭和４８年設立の電気設備工事設計・施工業者。配電設備を主体に創業以来、一般道路やトンネル、橋梁な
どの設備や警報装置の設計、施工、維持補修業務など公共の社会インフラを支えてきた。ISO９００１を取得
し、徹底した品質管理のもと、ベテラン電気工事士による確実・正確な仕事により高い信頼を得ている。

１３

株式会社小柳中央堂 様 北見市 小柳 亨信氏 ３，５５０万円
平成２７年９月３０日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） １億円 ５年
昭和８年創業の事務用機器・オフィス家具・OA機器・事務用品等販売業者。創業以来、地域№１の信頼
される企業を目指して、顧客が納得のいくOA機器、オフィス用品を幅広く取り揃え、真心のあるサービ
スを提供。環境保全にも積極的に取り組み、平成２７年８月「北海道グリーン・ビズ認定制度」に登録。

１４

有限会社ソーシャルワーク 様 滝川市 神部 寿郎氏 ３百万円
平成２７年９月３０日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ３千万円 ５年
平成１５年設立の介護保険事業者で、グループホームや通所介護施設等を運営。「自分らしく生きていきた
い」という創業理念のもと、専門知識を有する経験豊富なスタッフが皆で協力し、一体的な介護サービ
スを提供している。平成２８年３月にはサービス付高齢者住宅を稼働する予定。

１５

メデル蝦名建業株式会社 様 札幌市 蝦名 大典氏 １千万円
平成２７年９月３０日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ５年
昭和４８年設立の建築工事業者。大手に負けない小回りと卓越した施工技術で数多くの受注実績を有す
る。特に、北国の住まいに適した「北方型住宅」、耐震・断熱に優れた「コロンブス工法」、家が換気す
る「パッシブ換気システム」を導入する等、質の高い家造りに定評がある。
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「柏葉脳神経外科病院」やケアプランセンター「かしわば」等を運営する医療法人柏葉脳神経
外科病院様（本社：札幌市、理事長：金子 貞男氏）は、９月３０日に「北洋医療福祉債」１億円
／年限５年を利用しました。
北洋医療福祉債は法的に債券を直接発行できない医療法人等に、まず融資を実行し、その返済
を受ける権利を銀行から特定目的会社（SPC）に譲渡することで、SPCがその権利を裏付けとし
て発行する一般企業と同様の銀行保証付私募債です。
北洋医療福祉債を利用するためには、医療法人等の規模、財務、収益内容等について厳しい基
準を満たしていることが必要であることから、「優良法人」として社会的評価がなされます。ま
た、投資家からみると、「医療法人等が確実に融資金を返済する経営体力を有するか否か」が判
断基準となります。
当医療法人のメリットは、①間接的に債券発行のメリットを享受できることと、②健全経営の
PR効果が見込めることです。また、北洋銀行にとっては、①お客様ニーズへの対応強化、およ
び②医療、介護、福祉マーケットからの収益機会を拡大できる点に意義があります。

今後も北洋銀行は、中小・中堅一般企業向けをはじめとして、医療法人等向けの本商品など、
多様な私募債を道内のお客様に対してご提案していく所存です。

【商品仕組図】

（１）当行が医療法人等に社債内容とほぼ同内容（金利、利払い方法、償還方法他）の貸付
を実行。

（２）上記貸付債権を当行がSPCに売却。
（３）SPCは購入した債権を基にABS（アセット・バックド・セキュリタイズ：資産担保証

券 銀行保証付）を私募形式で発行。
（４）ABSを当行が購入。

医療法人柏葉脳神経外科病院様が北洋医療福祉債を利用
～医療・介護・福祉事業者向け債券発行スキーム～
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年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国
２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２３年度 １０１．５ １．６ ９８．７ △０．７ １０２．５ ２．８ ９７．７ △１．５ １０４．６ ８．３ １０３．２ １２．１
２４年度 ９９．６ △１．９ ９５．８ △２．９ １００．３ △２．１ ９５．９ △１．８ １０２．８ △１．７ １００．１ △３．０
２５年度 １０１．３ １．７ ９８．９ ３．２ １０１．５ １．２ ９８．７ ２．９ ９９．０ △３．７ ９８．９ △１．２
２６年度 ９７．２ △４．０ ９８．５ △０．４ ９６．０ △５．４ ９７．６ △１．１ １０３．９ ４．９ １０５．０ ６．２

２６年４～６月 ９８．４ △３．４ ９８．８ △３．０ ９５．８ △６．１ ９７．１ △４．５ １０３．２ ０．８ １１０．１ ３．１
７～９月 ９８．０ △０．４ ９７．４ △１．４ ９６．０ ０．２ ９６．６ △０．５ １０３．４ ０．２ １１１．３ １．１
１０～１２月 ９５．５ △２．６ ９８．２ ０．８ ９５．４ △０．６ ９７．５ ０．９ １０４．１ ０．７ １１２．３ ０．９

２７年１～３月 ９７．４ ２．０ ９９．７ １．５ ９７．４ ２．１ ９９．２ １．７ １０７．５ ３．３ １１３．４ １．０
４～６月 ９５．０ △２．５ ９８．３ △１．４ ９７．１ △０．３ ９６．８ △２．４ １０２．４ △４．７ １１４．６ １．１

２６年 ８月 ９６．９ △１．９ ９６．７ △０．８ ９４．１ △２．７ ９４．９ △２．１ １０４．４ １．４ １１１．７ ０．９
９月 ９８．４ １．５ ９８．１ １．４ ９７．３ ３．４ ９７．９ ３．２ １０３．４ △１．０ １１１．３ △０．４
１０月 ９６．５ △１．９ ９８．５ ０．４ ９７．０ △０．３ ９８．０ ０．１ １０２．３ △１．１ １１１．２ △０．１
１１月 ９５．１ △１．５ ９７．９ △０．６ ９５．１ △２．０ ９７．３ △０．７ １０３．２ ０．９ １１２．４ １．１
１２月 ９４．８ △０．３ ９８．１ ０．２ ９４．１ △１．１ ９７．１ △０．２ １０４．１ ０．９ １１２．３ △０．１

２７年 １月 ９７．１ ２．４ １０２．１ ４．１ ９７．６ ３．７ １０２．４ ５．５ １０５．０ ０．９ １１１．８ △０．４
２月 ９７．１ ０．０ ９８．９ △３．１ ９７．０ △０．６ ９７．９ △４．４ １０６．０ １．０ １１３．０ １．１
３月 ９８．１ １．０ ９８．１ △０．８ ９７．５ ０．５ ９７．３ △０．６ １０７．５ １．４ １１３．４ ０．４
４月 ９７．３ △０．８ ９９．３ １．２ ９７．６ ０．１ ９７．９ ０．６ １０５．８ △１．６ １１３．８ ０．４
５月 ９１．７ △５．８ ９７．２ △２．１ ９４．２ △３．５ ９６．０ △１．９ １０２．４ △３．２ １１２．９ △０．８
６月 ９６．０ ４．７ ９８．３ １．１ ９９．４ ５．５ ９６．６ ０．６ １０２．４ ０．０ １１４．６ １．５
７月 r ９５．７ △０．３ ９７．５ △０．８ ９６．９ △２．５ ９６．２ △０．４ r１０３．１ ０．７ １１３．７ △０．８
８月 p９６．１ ０．４ ９６．３ △１．２ p９４．５ △２．５ ９５．５ △０．７ p１０３．２ ０．１ １１４．０ ０．３

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度は原指数による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

百貨店・スーパー販売額
百貨店・スーパー計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２３年度 ９４８，５４４ ０．３ １９７，００８ ０．１ ２１４，０７１ △２．８ ６７，２３１ △０．１ ７３４，４７３ １．２ １２９，７７７ ０．２
２４年度 ９４９，６５６ ０．１ １９５，５５２△０．７ ２１１，５４７ △１．２ ６６，４９３ △１．１ ７３８，１０８ ０．５ １２９，０５９ △０．６
２５年度 ９７７，３５３ ２．９ ２０１，４３９ ２．４ ２１８，６０１ ３．３ ６８，９３０ ３．７ ７５８，７５２ ２．８ １３２，５０８ １．８
２６年度 ９６７，５６３△１．０ １９９，９５０△０．９ ２０９，５４７ △４．１ ６７，０１９ △２．８ ７５８，０１６ △０．１ １３２，９３０ ０．０

２６年４～６月 ２２８，５９２△２．４ ４６，９３３△２．５ ４６，０６３ △７．８ １５，１３８ △５．３ １８２，５２９ △０．９ ３１，７９４ △１．１
７～９月 ２３６，２５５ １．６ ４８，７５６ １．６ ４９，２０９ △１．１ １５，６３２ ０．８ １８７，０４６ ２．３ ３３，１２４ １．９
１０～１２月 ２６５，１６８ １．０ ５４，９０９ １．２ ６０，１９５ △１．１ １９，３０３ ０．４ ２０４，９７３ １．６ ３５，６０６ １．６

２７年１～３月 ２３７，５４８△４．２ ４９，３５２△３．９ ５４，０８０ △６．８ １６，９４５ △６．９ １８３，４６８ △３．４ ３２，４０６ △２．３
４～６月 ２３８，７０６ ４．４ ４９，４２０ ５．３ ４８，００３ ４．２ １６，０３４ ５．９ １９０，７０３ ４．５ ３３，３８６ ５．０

２６年 ８月 ８０，８８１ ２．５ １６，２６６ ２．８ １５，７６３ ０．５ ４，７３９ １．９ ６５，１１８ ３．０ １１，５２７ ３．２
９月 ７４，５８５ １．１ １５，３１３ １．７ １５，８０１ △２．３ ４，８８６ １．６ ５８，７８４ ２．１ １０，４２７ １．７
１０月 ７８，５３３ ０．８ １６，０６５ １．０ １７，３５６ △１．１ ５，２９３ △０．２ ６１，１７８ １．４ １０，７７２ １．５
１１月 ８２，１２９ ３．２ １７，２８６ １．９ １８，５１７ ０．９ ６，１７３ １．１ ６３，６１２ ３．９ １１，１１４ ２．４
１２月 １０４，５０６△０．６ ２１，５５８ ０．７ ２４，３２２ △２．６ ７，８３８ ０．２ ８０，１８４ △０．０ １３，７２０ １．１

２７年 １月 ８０，８５３△０．１ １７，２１５ ０．６ １８，５４８ △１．５ ５，９９５ △０．９ ６２，３０５ ０．３ １１，２２０ １．４
２月 ７３，２６６ １．４ １４，９８６ ２．０ １６，３４２ ４．２ ４，９２５ ２．９ ５６，９２４ ０．６ １０，０６１ １．６
３月 ８３，４３０△１１．９ １７，１５０△１２．３ １９，１９０ △１８．４ ６，０２５ △１８．２ ６４，２３９ △９．８ １１，１２６ △８．８
４月 ７８，５０２ ７．７ １６，０８０ ９．５ １５，６４５ １１．３ ５，２２３ １３．２ ６２，８５７ ６．８ １０，８５８ ７．９
５月 ８１，６６０ ５．６ １６，９２８ ６．３ １６，３５６ ５．１ ５，４１８ ５．８ ６５，３０４ ５．７ １１，５１０ ６．５
６月 ７８，５４４ ０．３ １６，４１２ ０．６ １６，００２ △２．７ ５，３９３ △０．２ ６２，５４２ １．０ １１，０１９ ０．９
７月 ７９，３１１ ３．３ １７，０５７ ３．２ １８，０７１ ２．４ ６，１９１ ３．１ ６１，２４０ ３．４ １０，８６７ ３．１
８月 ７９，１７６ ３．０ １６，０５６ ２．６ １５，７９７ ０．２ ４，８３２ ２．０ ６３，３７９ ３．８ １１，２２５ ３．２

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■百貨店・スーパー販売額の前年同月比は全店ベースによる。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

主要経済指標（１）

― ３６ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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年月

専門量販店販売額
家電大型専門店 ドラッグストア ホームセンター

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２３年度 － － － － － － － － － － － －
２４年度 － － － － － － － － － － － －
２５年度 － － － － － － － － － － － －
２６年度 １３０，０３９ － ４１，７８１ － ２１０，８６４ － ４９，１７１ － １２８，５２２ － ３２，５０８ －

２６年４～６月 ２７，２６１ － ９，２３４ － ５１，２２３ － １１，６７１ － ３５，２７７ － ８，４１９ －
７～９月 ３１，８４１ － １０，６４２ － ５４，０８８ － １２，４８２ － ３１，８０７ － ８，０６２ －
１０～１２月 ３５，９５４ － １１，１８３ － ５３，０００ － １２，７４９ － ３６，５５２ － ８，８８６ －

２７年１～３月 ３４，９８３△２７．３ １０，７２２△２４．８ ５２，５５３ ２．１ １２，２６９ △１．６ ２４，８８６ △１１．４ ７，１４０ △１１．７
４～６月 ２９，２６３ ７．３ ９，７１１ ５．２ ５３，８２３ ５．１ １３，０９６ １２．２ ３６，７３５ ４．１ ８，７５０ ３．９

２６年 ８月 １１，２８８ － ３，５６５ － １８，３９４ － ４，１９８ － １１，１６７ － ２，７６１ －
９月 １０，３１２ － ３，１２９ － １７，５１０ － ３，９９６ － ９，６０３ － ２，５２２ －
１０月 １０，０６７ － ２，９９０ － １７，２８１ － ４，０６４ － １１，０４７ － ２，６３７ －
１１月 １１，６０９ － ３，４８７ － １７，３７０ － ４，０４８ － １１，４２９ － ２，７７８ －
１２月 １４，２７８ － ４，７０６ － １８，３４９ － ４，６３７ － １４，０７６ － ３，４７１ －

２７年 １月 １１，８７６△１２．４ ３，６２２△１１．５ １８，９５６ ９．１ ４，０３３ ４．４ ８，３２２ △４．８ ２，３５０ △３．６
２月 ９，５４８△１６．５ ３，０２５△１５．２ １７，２６６ ４．３ ３，９２７ ６．３ ６，９６７ △４．４ ２，１８５ △２．６
３月 １３，５５９△４１．４ ４，０７６△３８．２ １６，３３１ △６．８ ４，３０９ △１２．４ ９，５９７ △２０．３ ２，６０５ △２３．４
４月 ９，７９９ １２．４ ３，１６６ １０．４ １７，１０４ △８．５ ４，１３４ １３．３ １１，６８２ ８．７ ２，８５５ ５．１
５月 ９，８２５ １２．２ ３，２９３ １１．３ １７，７８６ １７．０ ４，５２２ １４．９ １３，８０８ ６．２ ３，１９３ ７．８
６月 ９，６３９△１．５ ３，２５２△４．６ １８，９３３ ９．２ ４，４４０ ８．６ １１，２４５ △２．４ ２，７０２ △１．３
７月 １１，１９５ ９．３ ４，１３５ ４．８ r １９，６２５ ７．９ r ４，６０８ ７．５ １１，６３６ ５．４ ２，８３１ １．９
８月 １２，１９８ ８．１ ３，８０４ ６．７ ２０，３９０ １０．９ ４，５３９ ８．１ １１，２３５ ０．６ ２，８６２ ３．６

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■専門量販店販売額は平成２６年１月から調査を実施

年月

コンビニエンスストア販売額 消費支出（二人以上の世帯） 来道客数 外国人入国者数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 北海道

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 円 前 年 同
月比（％） 円 前 年 同

月比（％） 千人 前 年 同
月比（％） 千人 前 年 同

月比（％）
２３年度 ４７７，４２６ ６．２ ８９，７５８ ７．６ ２５５，７０６ △５．０ ２８４，０４４ △１．３ １０，７９１ △３．８ ３５１ △２１．０
２４年度 ４９８，６２９ ３．２ ９５，４２３ ３．３ ２７６，３８１ ８．１ ２８７，７０１ １．３ １１，７２２ ８．６ ４８３ ３７．６
２５年度 ５１１，４７２ ２．６ １００，１７８ ５．０ ２５９，００５ △６．３ ２９３，４４８ ２．０ １２，２６８ ４．７ ６８２ ４１．３
２６年度 ５２８，４３４ ３．３ １０５，４３８ ５．３ ２５９，４６９ ０．２ ２８８，１８８ △１．８ １２，３０８ ０．３ ９３０ ３６．３

２６年４～６月 １２７，９７３ ２．８ ２５，５７４ ５．２ ２７５，６４８ １１．２ ２８２，１１４ △１．１ ２，８３０ △０．８ １５９ ２４．６
７～９月 １４２，２８１ ３．９ ２７，７０９ ５．２ ２４８，８４６ ２．６ ２７９，２１４ △１．６ ３，７９２ △０．８ ２４８ ２７．２
１０～１２月 １３４，３２０ ３．５ ２６，８１２ ５．６ ２５９，１７１ △８．１ ３００，４０４ △０．４ ２，９６６ ０．７ ２３５ ４３．９

２７年１～３月 １２３，８６０ ３．１ ２５，３４３ ５．０ ２５４，２０９ △３．５ ２９１，０１９ △４．０ ２，７２１ ２．７ ２８８ ４６．５
４～６月 １３３，３４４ ４．２ ２７，２１９ ６．４ ２５０，６２５ △９．１ ２８５，１８８ １．１ ２，９３４ ３．７ ２３５ ４７．９

２６年 ８月 ４８，８３２ ３．４ ９，４４４ ４．４ ２５６，４４２ ２．２ ２８２，１２４ △０．９ １，３９６ △１．９ ８６ ２５．８
９月 ４４，６１３ ４．３ ８，７４２ ５．６ ２２６，４２３ △５．０ ２７５，２２６ △１．９ １，２１６ △０．１ ６０ ２３．８
１０月 ４４，７３２ ３．８ ８，９３５ ６．０ ２６１，２４７ △３．４ ２８８，５７９ △０．７ １，１１１ △０．１ ７４ ３４．９
１１月 ４２，９７７ ２．７ ８，６２８ ５．２ ２２９，５７２ △８．１ ２８０，２７１ ０．３ ９２７ ２．２ ６３ ４９．８
１２月 ４６，６１１ ３．９ ９，２４９ ５．６ ２８６，６９４ △１２．０ ３３２，３６３ △０．６ ９２８ ０．２ ９９ ４７．５

２７年 １月 ４１，８９５ ４．３ ８，４３７ ６．２ ２４８，９４７ ０．１ ２８９，８４７ △２．４ ８４８ ０．４ ９５ ３３．５
２月 ３８，３８３ ２．７ ７，８５２ ５．１ ２３４，８６５ １．４ ２６５，６３２ △０．４ ８９５ ８．１ １１１ ４７．１
３月 ４３，５８２ ２．１ ９，０５４ ３．８ ２７８，８１６ △１０．２ ３１７，５７９ △８．１ ９７７ ０．２ ８２ ６４．２
４月 ４２，７５１ ８．０ ８，７９２ ８．４ ２５９，１９１ △１４．４ ３００，４８０ △０．５ ８２２ ４．６ ６９ ５７．４
５月 ４５，６４０ ３．８ ９，３４４ ６．４ ２５１，７０６ △４．０ ２８６，４３３ ５．５ １，０２９ ３．７ ８５ ４７．４
６月 ４４，９５３ １．２ ９，０８３ ４．６ ２４０，９７７ △８．０ ２６８，６５２ △１．５ １，０８３ ２．９ ８１ ４１．２
７月 ５０，４２２ ３．２ １０，０３２ ５．３ ２４３，２３０ △７．８ ２８０，４７１ ０．１ １，２２１ ３．５ １３０ ２６．２
８月 ５０，３７２ ３．２ ９，９６１ ５．５ ２３９，５４３ △６．６ ２９１，１５６ ３．２ １，４０４ ０．６ p １１４ ３２．８

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省、北海道 �北海道観光振興機構 法務省

■コンビニエンスストア販売額の前年同月比は全店
ベースによる。

■年度および四半期の数値は月平均
値。

■「p」は速報値。

主要経済指標（２）

― ３７ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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年月

新設住宅着工戸数 民間非居住用建築物着工床面積 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 千㎡ 前 年 同
月比（％） 千㎡ 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

２３年度 ３１，５７３ ５．５ ８，４１２ ２．７ １，５３９ ０．９ ４０，５０２ ８．３ ８９，７４２ ６．２
２４年度 ３５，５２３ １２．５ ８，９３０ ６．２ １，６４７ ７．０ ４４，５５９ １０．０ ８７，０２６ △３．０
２５年度 ３４，９６７ △１．６ ９，８７３ １０．６ １，９１０ １６．０ ４７，６７９ ７．０ ９７，０３０ １１．５
２６年度 ３２，２２５ △７．８ ８，８０５ △１０．８ １，７６９ △７．４ ４５，０１３ △５．６ ９７，８０５ ０．８

２６年４～６月 ８，９１５ △８．９ ２，１８８ △９．３ ６３０ ２．６ １１，７０３ △５．３ ２２，７５１ △０．４
７～９月 ８，８３１ △１５．８ ２，２２５ △１３．６ ４９４ △８．９ １１，３５６ △７．８ ２４，７５１ ２．４
１０～１２月 ９，６１８ △０．７ ２，３４０ △１３．８ ３０７ △１７．４ １１，４４３ △３．０ ２２，４１９ △２．６

２７年１～３月 ４，８６１ △３．０ ２，０５２ △５．４ ３３９ △１１．７ １０，５１０ △６．１ ２７，８８５ ３．３
４～６月 ９，４４８ ６．０ ２，３５５ ７．６ ５０３ △２０．１ １２，０２９ ２．８ ２５，５８０ １２．４

２６年 ８月 ２，８２２ △１９．０ ７３８ △１２．５ １６０ △９．７ ３，８９２ △０．５ ６，８２４ △３．３
９月 ３，０５６ △２１．６ ７５９ △１４．３ １６０ １０．２ ３，６６６ △１６．０ １０，７１０ ７．３
１０月 ３，４１９ △５．３ ７９２ △１２．３ １１６ △１１．３ ４，６６８ １５．３ ６，９８１ △４．９
１１月 ３，４６５ ３７．５ ７８４ △１４．３ ９２ △３２．２ ３，５２４ △７．６ ６，６０３ △１４．６
１２月 ２，７３４ △２３．１ ７６４ △１４．７ ９９ △６．１ ３，２５１ △１７．５ ８，８３４ １１．４

２７年 １月 １，０１３ △２０．０ ６７７ △１３．０ ６２ ６０．８ ３，４７４ △１０．２ ６，７２９ １．９
２月 １，５６４ １８．３ ６７６ △３．１ ２１７ ３４．４ ４，０６２ １３．５ ７，４１６ ５．９
３月 ２，２８４ △５．７ ６９９ ０．７ ６０ △６７．５ ２，９７５ △２０．７ １３，７４０ ２．６
４月 ３，４０２ ５．１ ７５６ ０．４ １８６ △１８．５ ４，２６９ ７．２ ８，４１３ ３．０
５月 ２，７７３ ８．４ ７１７ ５．８ １６５ △９．１ ３，９００ １０．１ ７，６５０ １９．３
６月 ３，２７３ ４．９ ８８１ １６．３ １５３ △３０．８ ３，８６１ △７．６ ９，５１８ １６．６
７月 ３，４０１ １５．２ ７８３ ７．４ １８１ ４．３ ４，２１０ １０．８ ７，４１９ ２．８
８月 ３，４５０ ２２．３ ８０３ ８．８ ２２４ ４０．４ ３，６７５ △５．６ ６，５８２ △３．５

資料 国土交通省 国土交通省 内閣府

■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
２３年度 １５７，８５８ ３．４ ４７，８０６ ２．６ ６３，７１５ ２．０ ４６，３３７ ６．１ ４，００９，９８８ ５．９
２４年度 １７６，８４７ １２．０ ４９，１４２ ２．８ ６８，５２７ ７．６ ５９，１７８ ２７．７ ４，４３９，０９２ １０．７
２５年度 １９８，９８１ １２．５ ５５，５４１ １３．０ ６９，６１５ １．６ ７３，８２５ ２４．８ ４，８３６，７４６ ９．０
２６年度 １７９，４０３ △９．８ ５０，９４０ △８．３ ６０，３５９ △１３．３ ６８，１０４ △７．７ ４，４５３，５０９ △７．９

２６年４～６月 ４３，８５５ △５．６ １１，３８４ △７．３ １６，１０３ △８．３ １６，３６８ △１．４ ９７６，４３７ △１．９
７～９月 ４６，５７２ △６．２ １３，７５９ ４．５ １５，９４７ △１１．９ １６，８６６ △８．２ １，１０４，５２４ △４．７
１０～１２月 ３８，２８９ △７．６ １０，４２５ △１１．９ １２，３２２ △１０．０ １５，５４２ △２．３ １，０２８，５１９ △５．８

２７年１～３月 ５０，６８７ △１７．５ １５，３７２ △１５．８ １５，９８７ △２１．１ １９，３２８ △１５．７ １，３４４，０２９ △１５．５
４～６月 ４２，２８６ △３．６ １２，５３０ １０．１ １６，６６０ ３．５ １３，０９６ △２０．０ ９０７，７２３ △７．０

２６年 ８月 １１，７３７ △８．３ ３，４５０ △０．３ ４，０２２ △１３．０ ４，２６５ △９．６ ２８１，３２５ △９．５
９月 １６，８３３ △６．４ ５，２９５ １０．３ ４，８５１ △２０．２ ６，６８７ △５．８ ４３１，８２３ △３．２
１０月 １３，０６２ △７．１ ３，６６４ △５．２ ４，４９９ △１３．５ ４，８９９ △１．９ ３２８，３２９ △７．４
１１月 １２，８２２ △１３．７ ３，５６２ △１６．３ ４，１４８ △１４．２ ５，１１２ △１１．４ ３３９，８４３ △１０．２
１２月 １２，４０５ △０．９ ３，１９９ △１３．８ ３，６７５ ０．４ ５，５３１ ７．５ ３６０，３４７ ０．３

２７年 １月 １１，２６９ △２６．９ ３，０１６ △３４．７ ３，８９７ △１９．４ ４，３５６ △２６．９ ３４４，０４０ △２０．７
２月 １３，７０１ △２３．６ ４，０２４ △２２．２ ４，２７０ △２５．２ ５，４０７ △２３．２ ４１３，１９２ △１５．８
３月 ２５，７１７ △８．６ ８，３３２ △１．７ ７，８２０ △１９．５ ９，５６５ △３．７ ５８６，７９７ △１１．９
４月 １３，０９２ △２．１ ４，０４３ ２０．５ ５，２１６ ３．２ ３，８３３ △２２．８ ２６３，３７４ △１０．１
５月 １２，３９６ △８．１ ３，６００ ２．４ ４，６９０ ４．６ ４，１０６ △２５．２ ２７９，４１９ △８．２
６月 １６，７９８ △１．２ ４，８８７ ８．２ ６，７５４ ２．８ ５，１５７ △１２．９ ３６４，９３０ △３．８
７月 １６，７１２ △７．２ ５，２７２ ５．１ ７，１８５ １．６ ４，２５５ △２８．１ ３５５，８９２ △９．１
８月 １１，１４８ △５．０ ３，５０６ １．６ ４，１２２ ２．５ ３，５２０ △１７．５ ２７１，３８６ △３．５

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（３）

― ３８ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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年月

公共工事請負金額 有効求人倍率 新規求人数（常用） 完全失業率（常用）
北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
倍
原数値 人 前 年 同

月比（％） 人 前 年 同
月比（％）

％
原数値

２３年度 ７４９，５８３ △８．５ １１２，２４９ △０．５ ０．４６ ０．６２ ２２，７５１ １０．７ ６０２，７３６ １３．１ ５．２ ４．５
２４年度 ７７６，４３１ ３．６ １２３，８２０ １０．３ ０．５７ ０．７４ ２４，９４３ ９．６ ６６２，７２８ １０．０ ５．１ ４．３
２５年度 ９４７，７８０ ２２．１ １４５，７１１ １７．７ ０．７４ ０．８７ ２８，４６４ １４．１ ７１０，１４６ ７．２ ４．５ ３．９
２６年度 ８７５，３６５ △７．６ １４５，２２２ △０．３ ０．８６ １．００ ２９，９１３ ５．１ ７３８，８１１ ４．０ ３．９ ３．５

２６年４～６月 ４２２，００４ ２０．５ ４６，５６３ １４．４ ０．７７ ０．８９ ２９，９９１ ７．６ ７２３，９７４ ７．２ ４．１ ３．７
７～９月 ２６５，９６８ △２４．４ ４１，５３２ △３．９ ０．８５ ０．９７ ３０，０７６ ３．６ ７３７，５９３ ３．９ ３．４ ３．６
１０～１２月 １０１，０４３ △１８．７ ３０，５４２ △６．０ ０．９１ １．０５ ２７，３１６ ３．６ ６９７，４８２ １．５ ４．４ ３．３

２７年１～３月 ８６，３５０ △２９．０ ２６，５８４ △９．３ ０．９１ １．１０ ３２，２７０ ５．５ ７９６，１９７ ３．６ ３．８ ３．５
４～６月 ３６２，４３９ △１４．１ ４５，２２０ △２．９ ０．８８ ０．９８ ３１，５９２ ５．３ ７３６，９８０ １．８ ３．４ ３．５

２６年 ８月 ７４，８５４ △２７．８ １１，２７６ △８．１ ０．８５ ０．９７ ２８，２１４ ２．２ ６９２，２８５ △０．１ ３．４ ３．５
９月 ６７，６８４ △２３．１ １３，９８４ △８．２ ０．８８ １．００ ３０，７３４ ６．３ ７５５，０９０ ７．０ ↓ ３．５
１０月 ５２，６３８ △２１．０ １３，１６１ △７．４ ０．９０ １．０２ ３２，２０３ １．６ ８００，５７４ １．８ ↑ ３．５
１１月 ２５，０６２ △２９．６ ８，４３７ △１０．４ ０．９１ １．０４ ２５，８８８ １．１ ６５７，６５６ △３．３ ４．４ ３．３
１２月 ２３，３４３ ５．８ ８，９４４ １．０ ０．９２ １．０９ ２３，８５７ ９．５ ６３４，２１６ ６．７ ↓ ３．２

２７年 １月 １２，０９１ １８．２ ６，７０８ △１３．７ ０．９０ １．１０ ３１，９６４ ５．７ ８３５，０７８ ３．４ ↑ ３．５
２月 １４，２４８ ８．３ ７，１２２ ２．３ ０．９１ １．１１ ３１，２７７ ４．６ ７７６，２３６ １．９ ３．８ ３．５
３月 ６０，０１１ △３８．９ １２，７５５ △１２．４ ０．９０ １．０８ ３３，５６９ ６．２ ７７７，２７６ ５．５ ↓ ３．５
４月 １４９，１７２ △７．７ １８，３６１ ４．４ ０．８５ ０．９８ ３３，７６２ ５．２ ７７３，１８８ １．３ ↑ ３．６
５月 １０４，９８１ △１６．１ １１，２９４ △１４．０ ０．８８ ０．９６ ２９，６９０ ２．７ ６８１，４０４ △３．３ ３．４ ３．４
６月 １０８，２８６ △１９．９ １５，５６４ △１．８ ０．９１ ０．９９ ３１，３２５ ８．１ ７５６，３４７ ７．５ ↓ ３．４
７月 ９５，４８６ △２２．６ １４，６３２ △１０．１ ０．９６ １．０４ ３３，８７７ ８．３ ７９８，２２９ ４．３ － ３．４
８月 ６１，３２４ △１８．１ １１，１３２ △１．３ ０．９８ １．０８ ３０，２１７ ７．１ ７１９，６３９ ４．０ － ３．４

資料 北海道建設業信用保証�ほか２社 厚生労働省
北海道労働局

厚生労働省
北海道労働局 総務省

■年度および四半期
の数値は月平均値。

■年度及び四半期の数値は、月平均値。■年度の数値は四
半期の平均値。

年月

消費者物価指数（生鮮食品除く総合） 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上） 円相場

（東京市場）
日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

２２年＝１００ 前 年 同
月比（％）２２年＝１００

前 年 同
月比（％） 件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
２３年度 １００．３ ０．４ ９９．８ ０．０ ４６４ １．８ １２，７０７ △２．７ ７９．０５ １０，０８４
２４年度 １００．３ ０．０ ９９．６ △０．２ ４３２ △６．９ １１，７１９ △７．８ ８３．０８ １２，３９８
２５年度 １０１．５ １．２ １００．４ ０．８ ３３３ △２２．９ １０，５３６ △１０．１ １００．２３ １４，８２８
２６年度 １０４．５ ３．０ １０３．２ ２．８ ２９１ △１２．６ ９，５４３ △９．４ １０９．９２ １９，２０７

２６年４～６月 １０４．７ ３．９ １０３．３ ３．３ ７７ △１９．８ ２，６１３ △８．０ １０２．１４ １５，１６２
７～９月 １０４．９ ３．５ １０３．５ ３．２ ７３ △３．９ ２，４３６ △８．６ １０３．９２ １６，１７４
１０～１２月 １０４．９ ２．８ １０３．４ ２．７ ５９ △１４．５ ２，２２２ △１３．６ １１４．５６ １７，４５１

２７年１～３月 １０３．５ １．７ １０２．７ ２．１ ８２ △１０．９ ２，２７２ △７．６ １１９．０７ １９，２０７
４～６月 １０４．２ △０．５ １０３．４ ０．１ ６１ △２０．８ ２，２９６ △１２．１ １２１．３５ ２０，２３６

２６年 ８月 １０４．９ ３．６ １０３．５ ３．１ ２８ ３．７ ７２７ △１１．２ １０２．９６ １５，４２５
９月 １０５．０ ３．１ １０３．５ ３．０ ２１ △４．５ ８２７ ０．８ １０７．０９ １６，１７４
１０月 １０５．０ ３．０ １０３．６ ２．９ ２２ △１５．４ ８００ △１６．５ １０８．０６ １６，４１４
１１月 １０４．８ ２．８ １０３．４ ２．７ １４ △４４．０ ７３６ △１４．６ １１６．２２ １７，４６０
１２月 １０４．８ ２．７ １０３．２ ２．５ ２３ ２７．８ ６８６ △８．５ １１９．４０ １７，４５１

２７年 １月 １０３．７ １．９ １０２．６ ２．２ ２３ △２８．１ ７２１ △１６．５ １１８．２４ １７，６７４
２月 １０３．１ １．５ １０２．５ ２．０ ２０ ０．０ ６９２ △１１．５ １１８．５７ １８，７９８
３月 １０３．７ １．６ １０３．０ ２．２ ３９ △２．５ ８５９ ５．５ １２０．３９ １９，２０７
４月 １０４．０ △０．３ １０３．３ ０．３ ２４ △２５．０ ７４８ △１８．１ １１９．５５ １９，５２０
５月 １０４．２ △０．６ １０３．４ ０．１ １６ △１５．８ ７２４ △１３．１ １２０．７４ ２０，５６３
６月 １０４．３ △０．６ １０３．４ ０．１ ２１ △１９．２ ８２４ △４．７ １２３．７５ ２０，２３６
７月 １０４．４ △０．４ １０３．４ ０．０ ２９ ２０．８ ７８７ △１０．７ １２３．２３ ２０，５８５
８月 １０４．４ △０．４ １０３．４ △０．１ ２６ △７．１ ６３２ △１３．０ １２３．２３ １８，８９０

資料 総務省 �東京商工リサーチ 日本銀行 日本経済新聞社

■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。

主要経済指標（４）

― ３９ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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年月

通関実績
輸出 輸入

北海道 全国 北海道 全国

百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２３年度 ３７４，４３１ ９．３ ６５２，８８５ △３．７ １，６３６，３２７ ３３．２ ６９７，１０６ １１．６
２４年度 ４０１，４６７ ７．２ ６３９，４００ △２．１ １，６９８，５３０ ３．８ ７２０，９７８ ３．４
２５年度 ４７１，８５１ １７．５ ７０８，５６５ １０．８ １，９１４，９７９ １２．７ ８４６，１２９ １７．４
２６年度 ４６８，４７９ △０．７ ７４６，７０３ ５．４ １，３４９，１７９ △２９．５ ８３８，１４６ △０．９

２６年４～６月 １０９，０８５ △１．６ １７６，１３２ ０．１ ３０２，３２３ △３０．４ ２０１，９００ ２．８
７～９月 １１５，６８４ ２．５ １８２，７８８ ３．２ ３２３，３６２ △２７．１ ２１１，６０６ ２．４
１０～１２月 １２７，５６４ ４．８ １９７，６６６ ９．１ ３７４，５２３ △２６．４ ２２０，７２８ １．２

２７年１～３月 １１６，１４６ △８．１ １９０，１１７ ９．０ ３４８，９７２ △３３．９ ２０３，９１３ △９．３
４～６月 １１４，６７４ ５．１ １８７，９６２ ６．７ ２９７，０８４ △１．７ １９１，５０５ △５．１

２６年 ８月 ３４，９６６ △４．１ ５７，０４８ △１．３ １０５，６３６ △３６．４ ６６，５８０ △１．４
９月 ４３，１１７ ８．３ ６３，８２１ ６．９ １１４，０７５ △２１．３ ７３，４４１ ６．２
１０月 ４２，５４９ ５．６ ６６，８７３ ９．６ １１４，１５０ △３３．２ ７４，２９１ ３．１
１１月 ４０，３３０ ９．４ ６１，８７５ ４．９ １２５，４６３ △２３．４ ７０，８６３ △１．６
１２月 ４４，６８５ ０．２ ６８，９１８ １２．８ １３４，９０９ △２２．６ ７５，５７４ １．９

２７年 １月 ４３，７１５ ３１．８ ６１，４３４ １７．０ １２７，８５０ △３７．６ ７３，１７２ △９．１
２月 ３２，１２５ △２２．２ ５９，４１４ ２．５ １０５，６４０ △３１．８ ６３，６９９ △３．６
３月 ４０，３０６ △２２．４ ６９，２６８ ８．５ １１５，４８２ △３１．２ ６７，０４２ △１４．４
４月 ４２，９２１ △４．１ ６５，５０２ ８．０ １０２，２９９ △１２．２ ６６，０９５ △４．１
５月 ３４，１２２ ８．７ ５７，４０３ ２．４ １０１，４４７ １０．７ ５９，６０９ △８．６
６月 ３７，６３１ １４．２ ６５，０５７ ９．５ ９３，３８４ △０．８ ６５，８０１ △２．９
７月 r ５３，５７５ ４２．５ ６６，６３７ ７．６ r １０７，６８７ ３．９ r ６９，３４１ △３．１
８月 p ４２，３５９ ２１．１ ５８，８１８ ３．１ p１００，２７２ △５．１ p ６４，５１２ △３．１

資料 財務省、函館税関

■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

預貸金（国内銀行）
預金 貸出

北海道 全国 北海道 全国

億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２３年度 １４１，９５７ ２．９ ６，１０１，２２５ ２．２ ９３，８９２ １．０ ４，１７４，２９８ ０．９
２４年度 １４３，９７１ １．４ ６，２９９，５０７ ３．２ ９３，４４７ △０．５ ４，２６７，３３８ ２．２
２５年度 １４５，７５３ １．２ ６，５０８，８６９ ３．３ ９５，００５ １．７ ４，３７３，６１９ ２．５
２６年度 １４９，３７７ ２．５ ６，７３７，４７８ ３．５ ９４，８２７ △０．２ ４，５１９，４７６ ３．３

２６年４～６月 １４５，９４２ ２．１ ６，５０８，６２０ ２．７ ９２，５４９ １．７ ４，３５５，４９１ ２．７
７～９月 １４４，１０３ １．０ ６，５１０，０３５ ２．６ ９３，１０１ △０．１ ４，４０７，６０３ ２．７
１０～１２月 １４７，７６０ ２．４ ６，５８３，２６４ ３．１ ９４，９４８ １．９ ４，４７０，４０９ ３．２

２７年１～３月 １４９，３７７ ２．５ ６，７３７，４７８ ３．５ ９４，８２７ △０．２ ４，５１９，４７６ ３．３
４～６月 １４９，８７６ ２．７ ６，７６０，８９３ ３．９ ９４，０１９ １．６ ４，５０１，４５２ ３．４

２６年 ８月 １４５，５３１ １．８ ６，４４０，７１１ ２．６ ９３，００５ ２．０ ４，３５３，７５７ ２．６
９月 １４４，１０３ １．０ ６，５１０，０３５ ２．６ ９３，１０１ △０．１ ４，４０７，６０３ ２．７
１０月 １４３，５８１ １．２ ６，４４５，９８５ ２．６ ９３，４４５ ０．９ ４，３７８，９５６ ２．９
１１月 １４６，０２３ ２．０ ６，５４４，３２２ ３．５ ９３，９２０ １．８ ４，４１５，８８５ ３．１
１２月 １４７，７６０ ２．４ ６，５８３，２６４ ３．１ ９４，９４８ １．９ ４，４７０，４０９ ３．２

２７年 １月 １４５，６７２ ２．６ ６，５５３，７６３ ３．１ ９４，４２８ ２．０ ４，４４４，９５６ ３．１
２月 １４６，５４３ ３．０ ６，５８９，８７３ ３．６ ９４，５５８ ２．１ ４，４６０，２６７ ３．４
３月 １４９，３７７ ２．５ ６，７３７，４７８ ３．５ ９４，８２７ △０．２ ４，５１９，４７６ ３．３
４月 １４７，５３４ ２．０ ６，７１６，２１４ ３．５ ９３，７７６ ０．７ ４，４７２，０７４ ３．３
５月 １４８，６５９ ２．５ ６，７５９，４０６ ４．４ ９３，８６５ ０．９ ４，４８２，１０６ ３．４
６月 １４９，８７６ ２．７ ６，７６０，８９３ ３．９ ９４，０１９ １．６ ４，５０１，４５２ ３．４
７月 １４７，６５０ ２．２ ６，７１０，４２９ ４．５ ９４，４２７ １．９ ４，５０８，４５２ ３．８
８月 １４８，２４９ １．９ ６，７０６，８７５ ４．１ ９４，５２４ １．６ ４，５１３，２６２ ３．７

資料 日本銀行

主要経済指標（５）

― ４０ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年１１月号
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●道内経済の動き 

●道内企業の経営動向調査 （平成27年7～9月期実績、平成27年10～12月期見通し） 

●マイナンバー制度における「個人番号」と安全管理措置の概要 

●タイの現状とバンコク駐在員事務所の取り組み強化について 

調査レポート 2015.11月号（No.232） 
平成27年 （2015年） 10月発行 
発　　　行　　株式会社　北洋銀行 
企画・制作　　株式会社　北海道二十一世紀総合研究所　調査部 
　　　　　　　電話 （011）231- 8681

＜本誌は、情報の提供のみを目的としています。投資などの最終 
判断は、ご自身でなされるようお願いいたします。＞ この印刷物は環境にやさしい「大豆インキ」 

古紙配合率100％紙を使用しています。 
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